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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第136期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第

138期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。 

３ 第135期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

４ 第138期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

回次 第134期 第135期 第136期 第137期 第138期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

売上高 (百万円) 97,703 97,192 93,730 94,756 97,402 

経常利益 (百万円) 1,700 1,661 1,538 1,693 2,474 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 418 614 605 655 △531 

純資産額 (百万円) 15,453 16,532 17,045 17,662 16,922 

総資産額 (百万円) 58,333 59,244 57,031 59,751 60,527 

１株当たり純資産額 (円) 290.28 310.48 320.19 333.22 312.15 

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 7.85 11.42 11.24 12.29 △10.03 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 7.67 11.32 ― 12.27 ―

自己資本比率 (％) 26.5 27.9 29.9 29.6 27.3 

自己資本利益率 (％) 2.7 3.8 3.6 3.8 ― 

株価収益率 (倍) 51.97 43.26 73.04 208.59 ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,066 3,759 2,239 3,232 1,709

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,893 △1,675 △2,276 △1,606 △2,270

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,151 △1,476 △1,642 △847 1,384

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 2,573 3,181 1,502 2,281 3,104

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
1,611 
(1,064)

1,553
(1,154)

1,485
(1,144)

1,421 
(1,128)

1,312
(1,186)



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第136期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第

138期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益、自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計

上しているため記載しておりません。 

３ 第135期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

４ 第138期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第134期 第135期 第136期 第137期 第138期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

売上高 (百万円) 81,184 80,653 78,721 80,717 81,542 

経常利益 (百万円) 1,280 1,190 1,072 1,429 1,961 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 344 382 301 671 △1,227 

資本金 (百万円) 7,132 7,132 7,132 7,132 7,132 

発行済株式総数 (株) 53,289,640 53,289,640 53,289,640 53,289,640 53,289,640 

純資産額 (百万円) 14,771 15,452 15,665 16,561 14,683 

総資産額 (百万円) 51,366 55,862 53,795 56,807 56,030 

１株当たり純資産額 (円) 277.35 290.18 294.25 312.36 277.08 

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
(円) 

5.00 
(2.50)

5.00
(2.50)

5.00
(2.50)

5.00 
(2.50)

2.50
(―)

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) 6.45 7.17 5.66 12.64 △23.17 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 6.32 7.14 ― 12.62 ―

自己資本比率 (％) 28.8 27.7 29.1 29.2 26.1 

自己資本利益率 (％) 2.3 2.5 1.9 4.2 ― 

株価収益率 (倍) 63.26 68.90 145.05 202.86 ― 

配当性向 (％) 77.4 69.6 88.2 39.5 ― 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
930 
(453)

921
(530)

899
(545)

878 
(540)

754
(563)



２ 【沿革】 

当社は明治２年横浜市において鶴屋呉服店として創業。その後明治22年に東京神田に進出し、百貨店としての基礎

を築きました。 

  

  

大正８年３月 東京市神田鍛冶町において株式会社松屋鶴屋呉服店の商号により資本金100万円をも

って設立 

大正13年９月 商号を株式会社松屋呉服店に変更 

大正14年５月 本店を東京市京橋区銀座三丁目に移し、主力店舗として基礎を確立 

昭和６年11月 東京市浅草区花川戸に浅草支店を開設 

昭和12年10月 株式会社東栄商会を設立 

昭和19年４月 横浜市伊勢佐木町所在の株式会社寿百貨店を吸収合併し、当社横浜支店と改称 

昭和23年４月 商号を株式会社松屋に変更 

昭和31年９月 株式会社アターブル松屋(当時株式会社みずほ、後に商号変更)を設立 

昭和36年７月 株式会社シービーケー(当時株式会社松美舎、後に商号変更)を設立 

昭和36年10月 東京証券取引所市場第二部に株式上場 

昭和46年３月 資本金を19億2,000万円に増資 

昭和46年７月 東京証券取引所市場第一部に株式上場 

昭和51年11月 横浜支店を閉店 

昭和61年11月 資本金を44億7,000万円に増資 

昭和62年７月 米貨建新株引受権付社債を発行 

平成３年４月 米貨建新株引受権付社債を発行 

平成８年７月 第１回無担保転換社債並びに2000年７月３日満期円建転換社債を発行 

平成18年４月 株式会社アターブル松屋を会社分割し、株式会社アターブル松屋ホールディングス

及び６つの事業会社からなる持株会社体制に移行 



３ 【事業の内容】 

当社グループが営んでいる主な事業内容と各社の当該事業における位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連

は次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

百貨店業 当社グループの主な事業として㈱松屋が営んでおります。 

飲食業 連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱アターブル松屋、㈱

アターブルイーピー、㈱アターブルカンティネッタ、㈱アターブルダイニン

グ、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグリーンレストラン、㈱

アターブルイーピーエヌが飲食業及び結婚式場の経営等を行っております。 

ビル総合管理業 連結子会社である㈱シービーケーが㈱松屋等の警備、清掃、設備保守・工事、

建築内装工事業等を行っております。 

輸入商品卸売業 連結子会社である㈱スキャンデックスが輸入商品の卸売業を営んでおり、㈱松

屋等への卸売を行っております。 

その他事業 連結子会社である㈱エムアンドエーが㈱松屋等の広告・宣伝制作請負を行い、

連結子会社である㈱東京生活研究所が㈱松屋等へのマーケティング情報提供を

行い、連結子会社である㈱東栄商会が㈱松屋等への用度品・事務用品の納入、

ＯＡ機器類のリース、保険代理業等を行っております。また、連結子会社であ

る㈱松屋友の会が㈱松屋への商品販売の取次ぎを行い、連結子会社である㈱エ

ムジー商品試験センターが㈱松屋等の商品検査業務を受託しております。 

関連会社である㈱ギンザコアと㈱銀座インズが不動産賃貸業を営んでおりま

す。 



事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 議決権の所有(又は被所有)割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

  

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有(又は
被所有) 
割合(％)

関係内容 

(連結子会社)            

㈱アターブル松屋
ホールディングス 

東京都 
中央区 

90 飲食業 
65.5
(2.7)

引出物の卸売
事務所賃貸 
資金の貸付 
役員の兼任  ２名 

 

㈱アターブル松屋 
東京都 
中央区 

60 飲食業 
62.4

(62.4)
引出物の卸売、資金の貸付 
役員の兼任  ２名  

㈱アターブルイー
ピー 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)
資金の貸付
役員の兼任  ４名  

㈱アターブルカン
ティネッタ 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)
資金の貸付
役員の兼任  １名  

㈱アターブルダイ
ニング 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)

食堂・喫茶部門の仕入等 
資金の貸付 
役員の兼任  ２名 

 

㈱アターブル松屋
フードサービス 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)
従業員食堂運営委託、資金の貸付 
役員の兼任  ２名  

㈱アターブルグリ
ーンレストラン 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)
資金の貸付
役員の兼任  ２名  

㈱アターブルイー
ピーエヌ 

東京都 
中央区 

10 飲食業 
65.5

(65.5)
資金の貸付
役員の兼任  ４名  

㈱シービーケー 
東京都 
中央区 

90 ビル総合管理業 100.0

店舗の内装工事及びハウジング工事の仕
入、警備保障、清掃業務委託、 
設備保守、工事請負 
事務所賃貸 
役員の兼任 ５名 

 

㈱東栄商会 
東京都 
中央区 

41 
その他事業 
(卸売業、保険代理
業、リース業) 

100.0
(15.0)

用度品・事務用品の仕入、OA機器類のリ
ース等 
事務所及び一部営業所賃貸 
資金の貸付 
役員の兼任 ２名 

 

㈱エムアンドエー 
東京都 
中央区 

50 
その他事業 
(広告・宣伝制作業) 

100.0
広告・宣伝制作請負
事務所及び営業所賃貸  

㈱東京生活研究所 
東京都 
中央区 

10 
その他事業 
(マーケティング情報
サービス業) 

100.0
マーケティング情報提供 
事務所賃貸 
役員の兼任 ２名 

 

㈱スキャンデック
ス 

東京都 
中央区 

80 輸入商品卸売業 86.8

輸入家具等の仕入
事務所賃貸 
資金の貸付 
役員の兼任 ４名 

 

㈱松屋友の会 
東京都 
中央区 

50 
その他事業 
(商品販売の取次ぎ) 

100.0
友の会運営
役員の兼任 ４名  

㈱エムジー 
商品試験センター 

東京都 
中央区 

10 
その他事業 
(商品検査受託業) 

100.0
各種商品検査業務の委託 
事務所賃貸 
役員の兼任 １名 

 

(持分法適用 
関連会社) 

      

㈱ギンザコア 
東京都 
中央区 

10 
その他事業 
(不動産賃貸業) 

24.3
営業所賃借
役員の兼任 ３名  

㈱銀座インズ 
東京都 
中央区 

60 
その他事業 
(不動産賃貸業) 

31.7
営業所賃借
役員の兼任 ２名  



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年２月28日現在 

(注) 従業員数欄は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 従業員数欄〔 〕内は、臨時従業員の年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 上記従業員数には、出向者を含んでおります。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４ 従業員数が前事業年度に比べ124名減少しております。これは主として再就職支援制度である「セカンドキャリア支援制

度・特別プラン」の実施によるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループは、松屋グループ労働組合連合会が組織されており、日本サービス・流通労働組合連合に属してお

ります。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

百貨店業 722 〔563〕 

飲食業 259 〔442〕 

ビル総合管理業 233 〔145〕 

輸入商品卸売業 22 〔13〕 

その他事業 76 〔23〕 

合計 1,312 〔1,186〕 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

754〔563〕 42.5 18.8 6,120 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費に弱さがみられたものの、好調な企業収益に支えられた設備投資

の増加や雇用情勢の改善により、景気は回復基調のうちに推移いたしました。 

百貨店業界におきましては、景気回復に伴い一部高額商品等に動きがみられましたが、天候不順の影響による季節

商品の売上不振などがあり、東京地区百貨店売上高は、前年を若干下回る結果となりました。 

この間におきまして当社グループは、長期的な企業価値の向上に向けた「成長基盤確立３ヵ年計画」を昨年度より

スタートし、「スペシャリティデパートメントストアの実現による競争力の向上)、「経費構造改革と財務体質の強

化」、「グループ経営の推進(百貨店事業との相乗効果の発揮)」及び、「市場(株主)との対話を重視する経営の推

進」を基本方針に掲げ、経営・営業基盤の確立に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は97,402百万円と前連結会計年度に比べ2,646百万円(＋2.8％)の増収とな

り、営業利益は2,445百万円と前連結会計年度に比べ778百万円(＋46.7％)の増益、経常利益は2,474百万円と前連結会

計年度に比べ780百万円(＋46.1％)の増益、また、「固定資産の減損に係る会計基準」適用に伴う特別損失として775

百万円、「セカンドキャリア支援制度・特別プラン」の実施による特別損失として1,918百万円、「退職給付制度の改

定」による特別損失として900百万円を計上したことなどにより当期純損失531百万円と前連結会計年度に比べ1,187百

万円の減益となりました。 

①百貨店業 

百貨店業は、当社の銀座本店におきましては、2001年のリニューアルから５周年にあたる2006年を第２次リニュー

アルの期と位置づけ、外壁工事の完成に合わせて食品・婦人部門を中心とした大規模な改装を段階的に実施し、９月

にグランドオープンいたしました。特に、食品フロアではマルシェ(市場)をイメージした洋惣菜売場「グルマルシ

ェ」を、また婦人フロアでは銀座地区 大級の肌着売場「ル ランジェ」をオープンし、お客様の上質なライフスタイ

ルを充足する店づくりを推進してまいりました。更に、「第２回イタリア展」や「池田重子コレクション 日本のお

しゃれ展」など集客力のある大型催事を開催し、銀座地区における「圧倒的地域一番店の確立」に向けて取り組んで

まいりました。 

浅草支店におきましては、主力であります食品部門の惣菜売場・洋菓子売場の環境整備や婦人・紳士・子供部門の

品揃えの強化を実施してまいりました。また、開店75周年を記念して、名物催事「第23回北海道物産展」をはじめと

し、各地の逸品や特産品を新たに発掘し編集した新規物産展等を開催してまいりました。更に、宣伝施策を効果的に

実施するなど集客拡大策に取り組んでまいりました。 

外販部門におきましては、企画提案力と情報収集力の強化に努め、優良法人企業の新規口座開拓と併せて、企業の

販促品・記念品や建装物件の受注拡大を図ってまいりました。また、個人顧客に対しましては顧客特性に合わせ、各

種フェアや催事を実施し、売上の拡大に努めてまいりました。以上の結果、百貨店業の売上高は、81,542百万円(うち

外部顧客に対する売上高81,393百万円)と前連結会計年度に比べ824百万円(＋1.0％)の増収となり、営業利益は1,926

百万円と前連結会計年度に比べ515百万円(＋36.5％)の増益となりました。 

  

②飲食業 

飲食業であります㈱アターブル松屋におきましては、事業ごとの固有のノウハウの開発・集積を図るため、昨年４

月１日付で会社分割を実施し、㈱アターブル松屋ホールディングス及び６つの事業会社からなる持株会社体制へ移行

いたしました。また、10月には「名古屋ミッドランドスクエア」への「エノテーカ ピンキオーリ」の出店に備え、㈱

アターブルイーピーエヌを設立いたしました。婚礼事業におきましては、宣伝政策の強化や他社との資本・業務提携

等が奏功し、婚礼組数を大幅に増やすことができました。また、江戸川区及び中央区において、公共施設の運営・管



理業務を行う指定管理者に選定されるなど営業基盤の強化に努めてまいりました。更に、退職給付制度の改定や本

社部門のスリム化など財務体質の強化を図ってまいりました。以上の結果、飲食業の売上高は9,063百万円(うち外部

顧客に対する売上高8,796百万円)と前連結会計年度に比べ1,153百万円(＋14.6％)の増収となり、営業利益は140百万

円と前連結会計年度に比べ256百万円の増益となりました。 

③ビル総合管理業 

ビル総合管理業であります㈱シービーケーにおきましては、情報収集力の強化及び顧客のニーズに合ったトータル

プランニングを提案するコンサルティング型営業に努め、売上の拡大を図ってまいりました。建装部門では「設計か

ら施工までの一貫した受注」を目指し、またビルメンテナンス部門では新規及び既存の顧客に向けた警備・清掃・設

備メンテナンス等の「ビル総合管理」の提案営業を行うなど、積極的な事業活動を展開してまいりました。以上の結

果、売上高は7,560百万円(うち外部顧客に対する売上高4,257百万円)と前連結会計年度に比べ743百万円(＋10.9％)の

増収となり、営業利益は149百万円と前連結会計年度に比べ４百万円(＋3.3％)の増益となりました。 

④輸入商品卸売業 

輸入商品卸売業であります㈱スキャンデックスにおきましては、主要取扱ブランドであるストッケ及びイッタラの

ブランド価値の向上による売上の拡大に努めてまいりました。特に、ストッケではベビー関連商品をフルラインで取

扱う「ＳＴＯＫＫＥ ＣＨＩＬＤＲＥＮ ＳＨＯＰ」の展開を推進してまいりました。また、昨年７月にはイッタラ

ブランドの国内輸入総代理店契約を締結し、取扱商品を拡大するとともに取引先との関係強化を図り、一取引先あた

りの売上高の向上に努めてまいりました。以上の結果、売上高は1,935百万円(うち外部顧客に対する売上高1,792百万

円)と前連結会計年度に比べ156百万円(＋8.8％)の増収となりましたが、営業利益は164百万円と前連結会計年度に比

べ25百万円(△13.4％)の減益となりました。 

⑤その他事業 

㈱東栄商会は、旅行部門が大幅に伸長し、リース部門が堅調に推移した結果、増収・増益となりました。㈱エムア

ンドエーは、既存顧客への深耕と新規顧客の開拓に努力を重ね、増収・増益となりました。㈱東京生活研究所は、海

外プロジェクトが前連結会計年度に引き続き好調に推移した結果、増収・増益となりました。㈱エムジー商品試験セ

ンターは、食品の安全と安心に高い関心が持たれる環境の中、飲食店舗等の衛生指導及び食品検査について積極的な

営業を展開し、増収・増益となりました。以上の結果、売上高は4,066百万円(うち外部顧客に対する売上高1,162百万

円)と前連結会計年度に比べ292百万円(＋7.8％)の増収となり、営業利益は133百万円と前連結会計年度に比べ125百万

円の増益となりました。 

所在地別セグメントについては、作成しておりませんので、その他区分による業績の記載は行っておりません。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純損失△1,057百万円、減価償却費1,533百万円、

減損損失775百万円、固定資産除却損701百万円、退職給付制度改定損失900百万円(これに伴う支払額△1,492百万

円)、再就職支援制度関連損失1,918百万円(これに伴う支払額△1,264百万円)等の特別損失の計上、法人税等の支払

額△652百万円等により1,709百万円となり、前連結会計年度に比べ1,523百万円の減少となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出△2,887百万円、投資有価証券の取得

による支出△1,425百万円、投資有価証券の売却による収入1,091百万円等により△2,270百万円となり、前連結会計

年度に比べ664百万円の減少となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に借入金の増加4,673百万円、社債の償還による支出△3,000百万

円、自己株式(単元株式)の取得による支出△276百万円、配当金の支払額△133百万円等により1,384百万円となり、

前連結会計年度に比べ2,231百万円の増加となりました。 

この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は822百万円増加し、3,104百万円となりました。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社及び当社の関係会社において、該当事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度 当連結会計年度 

金額(百万円) 受注残高(百万円) 金額(百万円) 受注残高(百万円)

ビル総合管理業 2,592 257 2,486 140 

その他事業 321 16 451 10 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前連結会計年度比(％) 

百貨店業 81,393 101.1 

飲食業 8,796 115.2 

ビル総合管理業 4,257 106.1 

輸入商品卸売業 1,792 109.8 

その他事業 1,162 120.0 

合計 97,402 102.8 



    
３ 【対処すべき課題】 

(1) 当社グループの現状認識 

今後の当社グループを取り巻く事業環境は、定率減税の廃止など消費へのマイナス材料があるものの、雇用・所得

環境に改善の兆しがみられ個人消費は徐々に増加していくものと思われます。しかしながら、百貨店のショッピング

センターへの出店といった新しい動きや、都心における大型店の大規模改装計画・新規出店計画などの積極投資も予

定されており、競争はますます激化していくものと思われます。 

このような状況下、当社グループは「成長基盤確立３ヵ年計画」の 終年度を迎え、計画の基本方針に沿った諸施

策を着実に実行することにより、長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 

(2) 当面の対処すべき課題の内容及び具体的取組状況等 

百貨店業では、当社の銀座本店におきましては、食品部門の改装を継続して実施し買廻り性を高めてまいります。

また本年、近隣に新たな商業ビルが続々と開業するなど環境の変化を踏まえ、「先行・限定・スタンダード・オリジ

ナル」を切り口とした商品「リコメンドＭ」をはじめ、独自性のある品揃えを強化してまいります。更に、顧客密着

を図るため、お得意様営業部を新設し、専用サロン「サロン・ド・ギンザ」を開設するなどサービスの充実に努めて

まいります。その他スペシャリティデパートメントストアの実現に向けた諸施策を実施することにより、銀座地区に

おける圧倒的地域一番店の座をより強固なものにしてまいります。 

浅草支店におきましては、メイン商圏への宣伝媒体訴求を強化し、地元の季節行事に合わせて物産展を開催するな

ど、地域密着の集客強化を図ってまいります。また、地元顧客のニーズの高い、惣菜売場の環境整備を継続して行う

とともにリビング部門の品揃えを拡充することにより、買廻り性の向上を図ってまいります。 

外販部門におきましては、法人に特化した営業を推進するため、優良法人企業の新規口座開拓や既存口座の活性化

を図ってまいります。また、企業の新商品発表会をトータル受注するなど新規マーケットへの取り組みを強化し、売

上はもとより、収益の拡大にも努めてまいります。 

更に、本年４月に自社カードの一元化及び機能・サービスの充実を図ったクレジットカード「松屋カード」を新た

に発行し、お得意様の固定化並びに新規顧客の拡大に取り組んでまいります。 

飲食業におきましては、㈱アターブル松屋ホールディングスの本部機能を強化し、各事業会社の育成に努めてまい

ります。具体的には、個別の事業会社の強みを活かし、 適な経営資源の配分を図り、新規出店や不採算店の閉鎖な

どを行ってまいります。新規出店といたしましては、本年１月に「エノテーカ イ プリミ ギンザ 品川店」をソニー

シティ１階にオープンし、３月にはフィレンツェの三ツ星レストラン「エノテーカ ピンキオーリ」を名古屋ミッドラ

ンドスクエア42階にオープンいたしました。今後も、事業機会を積極的に捉え、売上の拡大を図ってまいります。 

ビル総合管理業であります㈱シービーケーにおきましては、引き続き、顧客ニーズに合わせたトータルプランニン

グを提案するコンサルティング型の営業に努めてまいります。また、営業体制強化に向けた組織の再編や人材育成に

注力して、危機管理体制の強化と顧客満足度の向上を図り、売上の拡大を目指してまいります。併せて、原価管理を

徹底し費用を削減することにより、収益の向上に努めてまいります。 

輸入商品卸売業であります㈱スキャンデックスにおきましては、主力ブランドであるストッケ及びイッタラのショ

ップ展開を引き続き推進してまいります。また、徹底した在庫管理やブランドごとの部門別管理を行うことにより、

全体の事業採算性を高めてまいります。 

(3) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

①基本方針の内容 

流通業界における厳しい競争の中、当社が今後も持続的に企業価値を確保・向上させていくためには、お客様、お

取引先をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を通じて築いてきた松屋ブランドの更なる強化、当社グループ

の強みである都市型消費活発層を中心とした優良顧客の深耕及び新規顧客の獲得、百貨店事業とその周辺事業との相

乗効果の発揮によるグループ全体としての競争力の向上、地域社会への貢献などの取組みを積極的に実行していくこ

とが必要です。 

当社の株式の買付を行う者によりこうした中長期的視点に立った施策が着実に実行されるのでなければ、当社の企



業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。従って、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者は、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保、向上していくことを可能とするもの

である必要があると考えています。 

当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概

に否定するものではありませんが、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

こうした事情を踏まえ、当社は、(i)当社株式の大量取得行為が、当社の企業価値、株主共同の利益に与える脅威の

存否を判断し、当社株式の大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報・時間を確保

したり、(ⅱ)当社取締役会が代替案を提供するために必要な情報・時間を確保したり、(ⅲ)当社取締役会が株主及び

ステークホルダーの利益を確保するために行う大量取得行為を行う者との交渉を可能とすることで、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えます。 

②具体的な取組み 

 1)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

松屋グループは、「百貨店事業を核として、グループの力を結集し、お客様にご満足いただける上質な商品、文

化、サービスを提供する小売グループ」を目標に掲げ、長期的な企業価値の向上に向けた「成長基盤確立３ヵ年計

画」を2005年３月よりスタートいたしました。本中期経営計画では、「スペシャリティデパートメントストアの実現

による競争力の向上」、「経費構造改革と財務体質の強化」、「グループ経営の推進(百貨店事業との相乗効果の発

揮)」、及び「市場(株主)との対話を実現する経営の推進」の４つを基本方針とし、経営・営業基盤の確立に取り組ん

でおります。 

また、松屋グループは、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでお

ります。この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役２名・社外監査役３名

を選任しております。今後もこの方針を維持して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株主共同の

利益の 大化を追求してまいります。 

 2)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

み 

当社は、平成19年５月24日開催の定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させることを目的として、株主総会の決議により当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針(以

下「買収防衛策基本方針」という。)を決定することができることを内容とする定款変更議案及び変更された定款に基

づき買収防衛策基本方針の内容を決定するための議案が承認されたことに基づき、同日開催の取締役会において、買

収防衛策基本方針に基づく具体的な対応策(以下「本プラン」という。)を決議しました。 

本プランは、当社株式に対する買付が行われた際、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社

取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等

を可能とするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価値・株主共同

の利益を確保・向上させることを目的としております。 

本プランにおいては、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又

は(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等

所有割合の合計が20%以上となる公開買付け又はこれらに類似する行為(以下「買付等」と総称する。)を対象としま

す。 

当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付等の内容の検討に必要な情報

及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めま

す。その後、買付者等から提出された情報、当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案(もしあ

れば)等が、経営陣から独立した者(現時点においては社外取締役２名、社外監査役１名及び社外の有識者から１名)か

ら構成される特別委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。特別委員会は、必要に応じて、外部専門



家の助言を独自に得た上、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株

主に対する情報開示等を行います。 

特別委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の買付等の内容の検討、

買付者等との協議・交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたら

すおそれのある買付等である場合等、本プランに定める要件のいずれかの場合で、かつ、必要性・相当性の観点から

新株予約権の無償割当ての実施が是認されると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当て

を実施することを勧告します。当社取締役会は、この勧告を 大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施を決定

し、別途定める割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対

し、その保有する当社普通株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権を無償で割り当てます。 

この新株予約権は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締

役会が無償割当ての決議において定める金額を払い込むことにより、原則として当社株式１株を取得することができ

るものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項

に基づく取得をする場合、新株予約権１個と引換えに、原則として当社株式１株が交付されます。 

当社取締役会は、上記決定を行った場合速やかに、当該決定の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につ

いて、情報開示を行います。 

本プランの有効期間は、買収防衛策基本方針の有効期間と同様に、平成19年５月24日開催の定時株主総会終了後３

年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。但し、かかる有効期間の満

了前であっても、当社株主総会において買収防衛策基本方針を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本プ

ランは、速やかに変更後の買収防衛策基本方針に従うよう変更又は廃止されることとなります。また、当社取締役会

により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。 

本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生

じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予

約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希釈化される場合があります。(但し、当社が当社株式を対価として

新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。) 

 3)具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記1)に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、いずれも当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上に資する具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に資するものであり、

また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

また、本プランは、上記2)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入され

たものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主意思を重視するものであること、その内容として

合理的な客観的発動要件が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置されてお

り、本プランの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用

で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が３年間と定められた上、株主総会又は取締

役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性

を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

はありません。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の概況、経営の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のあるリスク事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関するリスク事項は、有価証券報告書提出日(平成19年５月25日)現在において、判断し

たものであります。 



（1）経済情勢・需要動向 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業や飲食業の需要は、国内外の景気動向・消費動向等の経済情勢

や、同業態及びその他小売業他社との競合により影響を受けます。これにより、当社グループの業績は影響を受ける

場合があります。 

（2）商品取引 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業や飲食業において、一般消費者向け取引を行っております。これ

らの事業において、欠陥商品や食中毒の要因となる瑕疵のある商品の販売及びサービスの提供をした場合、製造物責

任や債務不履行責任に基づく損害賠償責任等により費用が発生する場合があります。更に、この結果、当社グループ

において信用毀損が生じ、売上高の減少等が発生する可能性があります。これにより、当社グループの業績は影響を

受ける場合があります。 

また、百貨店業の外商部門をはじめとして、法人向け取引を行っております。よって、取引先の倒産により、売掛

金の回収不能に伴う費用の発生等が生じる場合、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

（3）法的規制等 

当社グループは、顧客や取引先との販売や仕入を通じて、消費者契約法、製造物責任法、独占禁止法及びその関連

諸法令等より法規制を受けております。また、事業を展開する上で、大規模小売店舗立地法、消防法、環境・リサイ

クル関連諸法令等の法規制を受けております。 

これらの法規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性があるとともに費用の発生が想

定され、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

  

（4）自然災害・事故 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業や飲食業においては、首都圏における店舗展開を行っておりま

す。従って、首都圏において、大規模な地震・風水害等の自然災害やテロ行為、その他事故及びそれに伴う火災が発

生した場合、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

特に、店舗における火災においては、人身への被害が想定され、これに伴い被害者に対する損害賠償責任等により

費用が発生する可能性があり、これにより、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

（5）保有資産の価格変動 

保有する土地や有価証券等の資産価値に変動が生じた場合、これにより、当社グループの業績は影響を受ける場合

があります。 

（6）退職給付債務 

従業員の退職給付費用及び債務は、割引率や年金資産の期待運用収益率等の数理計算上設定される前提条件に基づ

き算定されております。従って、実際の結果が前提条件と相違した場合、当社グループの業績は影響を受ける場合が

あります。 

（7）訴訟リスク 

当社グループの事業の展開にあたり、当社グループ各社及びその従業員が法令等の違反の有無にかかわらず顧客及

び取引先等から訴訟を提起される可能性があります。当該訴訟結果のいかんにより、当社グループにおいて信用毀損

が生じる場合があり、これにより当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

（8）個人情報の流出等 

当社グループでは、主として顧客の個人情報を取得し保有しております。これらの個人情報の管理にあたっては、

社内組織、個人情報保護方針及び社内規定を策定するなど、個人情報保護体制の確立を図り、厳重な管理を行ってお

ります。ただし、不測の事故等により個人情報が流出した場合、当社グループにおいて信用毀損が生じ、売上高の減

少等が発生する可能性があり、また情報主体に支払う損害賠償その他の費用発生が想定され、当社グループの業績は

影響を受ける場合があります。 

（9）システムリスク 



当社グループにおける百貨店業を中心とした各種コンピュータシステムは、店舗とは別の建物内で集中管理してお

ります。耐震建築、通信回線の二重化、不正侵入防止などの安全対策を講じておりますが、想定を大きく超える自然

災害や事故によって、設備の損壊やシステム停止が起きた場合、当社グループの事業活動に支障をきたし、これによ

り当社クループの業績は影響を受ける場合があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

主な賃貸借契約は次のとおりであります。 

(提出会社) 

  (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、原則として連結財務諸表に基づいて分析した内

容であります。 

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成19年５月25日)現在において、判断したもの

であります。 

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析 

①概要 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高97,402百万円(前年同期比＋2.8％)、営業利益2,445百万円

(前年同期比＋46.7％)、経常利益2,474百万円(前年同期比＋46.1％)と前連結会計年度に比べて増収増益並びに過去

高益となりました。増収の要因としては主として、百貨店業である㈱松屋の銀座本店において、食品・婦人部門

を中心とした改装効果等により売上高が増加したことや、昨年４月に会社分割を行い、持株会社体制に移行した飲

食業である㈱アターブル松屋ホールディングス及び７つの事業会社において、婚礼事業が好調であったこと、公共

施設の運営・管理業務を行う指定管理者を受託したことにより、売上高が増加したことなどによります。また、㈱

松屋における人事諸施策の実施に伴う人件費の減少等が増益に寄与いたしました。一方、主として㈱松屋において

再就職支援制度関連損失、退職給付制度改定損失等の特別損失を計上したことにより、当期純損失531百万円となり

ました。 

以下、連結財務諸表に重要な影響を与えた要因について分析いたします。 

②売上高の状況 

当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ、2,646百万円(＋2.8％)増収の97,402百万円となりました。主

な要因は、衣料品、雑貨を中心に好調に推移した㈱松屋における増収、及び㈱アターブル松屋ホールディングス及

び７つの事業会社における増収によるものであります。なお、事業のセグメント別の売上高の状況は「第２ 事業

の状況 １ 業績等の概要」に記載のとおりであります。 

③販売費及び一般管理費、営業利益の状況 

販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ、429百万円(△1.7％)減少し、24,203百万円となりました。こ

れは主として㈱松屋において人件費等が減少したことによります。この結果、営業利益は2,445百万円と前連結会計

年度に比べ、778百万円(＋46.7％)の増益となりました。なお、事業のセグメント別の営業利益の状況は「第２ 事

業の状況 １ 業績等の概要」に記載のとおりであります。 

④営業外損益、経常利益の状況 

営業外収益は前連結会計年度に比べ、28百万円(＋5.2％)増加の567百万円、営業外費用は25百万円(＋5.1％)増加

事業所別 賃借先 賃借物件 面積(㎡) 賃借料(百万円) 

銀座本店 ㈱伊東屋 店舗用建物 5,004 月額30 

浅草支店 
東武鉄道㈱ 〃 13,828 27 

東武興業㈱ 〃 16,926 30 



の538百万円となりました。この結果、経常利益は2,474百万円と前連結会計年度に比べ、780百万円(＋46.1％)の

増益となりました。 

⑤特別損益、当期純損失の状況 

特別利益は前連結会計年度に比べ、591百万円(＋76.0％)増加の1,369百万円、特別損失は3,846百万円(＋

364.6％)増加の4,901百万円となりました。特別利益は主に退店補償金、投資有価証券売却益、特別損失は主に再就

職支援制度関連損失、退職給付制度改定損失、減損損失、固定資産除却損であります。この結果、当期純損失531百

万円と前連結会計年度に比べ、1,187百万円の減益となりました。 

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、776百万円増加し60,527百万円となりました。これは

主として㈱松屋における繰延税金資産及び投資有価証券の増加、及び㈱アターブル松屋ホールディングス及び７つ

の事業会社における現金及び預金の増加によるものであります。負債合計は前連結会計年度末に比べ、1,647百万円

増加し43,604百万円となりました。これは主に㈱松屋における短期借入金の増加によるものであります。また、純

資産の部については従来の資本の部と異なるため、分析は省略しております。 

なお、キャッシュ・フローの状況は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要」に記載のとおりであります。 

(3) 経営を取り巻く現状及び経営戦略 

今後の経済情勢につきましては、定率減税の廃止など消費へのマイナス材料があるものの、雇用・所得環境に改

善の兆しがみられ個人消費は徐々に増加していくものと思われます。しかしながら、百貨店のショッピングセンタ

ーへの出店といった新しい動きや、都心における大型店の大規模改装計画・新規出店計画などの積極投資も予定さ

れており、競争はますます激化していくものと思われます。 

このような経済環境を踏まえ、当社グループでは2005年度を初年度とする長期的な企業価値向上に向けた「成長

基盤確立３ヵ年計画」をスタートさせております。本計画期間中の３年間は、当社グループが新たな発展を実現し

ていくため、営業、経営の基盤を確立し、企業体質をより強固なものとする期間と位置づけ、当社グループの目標

である「お客様にご満足いただける上質な商品、文化、サービスを提供する小売グループ」に向けて、以下の４つ

の基本方針を掲げ、各種取り組みを実行してまいります。 

①スペシャリティデパートメントストアの実現による競争力の向上 

長年蓄積してきたＭＤ力と 先端の情報、サービスに加え、銀座・浅草のマーケットを熟知している強みを活か

して、新しい松屋ファンを獲得し、併せて顧客体系の見直しと固定化に取り組むことで、営業効率と収益性を向上

させ、上質な暮らしを提案するスペシャリティデパートメントストアとして、競争力の更なる向上を目指します。 

②経費構造改革と財務体質の強化 

継続的なコスト削減や非営業用資産の売却、有利子負債の削減等に取り組みます。 

③グループ経営の推進(百貨店事業との相乗効果の発揮) 

グループ企業においては、市場競争力のある事業、成長の期待できる事業を重点的に育成し、また百貨店ビジネ

スとの相乗効果を 大限発揮できるよう、営業における連携を更に強化いたします。④市場(株主)との対話を重視

する経営の推進 

マーケットへの適正、適時、かつ積極的な情報開示に取り組みます。 

このように、本業である百貨店事業に集中的に経営資源を投下するとともに、グループ経営の推進として、飲食

業、ビル総合管理業、輸入商品卸売業を重点的に育成することで、連結ベースでの利益拡大に取り組み、長期的な

企業価値向上に努めてまいります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で2,790百万円の設備投資を実施いたしました。主な

内訳は、次のとおりであります。 

百貨店業におきましては、銀座本店の耐震・外装改修工事及び改装工事等で計2,712百万円の投資を行いました。所

要資金につきましては、自己資金及び銀行借入により充当いたしました。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

  

(2) 国内子会社 

  

  

(3) 在外子会社 

該当事項はありません。 

百貨店業 2,712百万円

飲食業 64 

ビル総合管理業 3 

輸入商品卸売業 25 

その他事業 102 

小計 2,908 

消去又は全社 △117 

合計 2,790 

事業所名 
(所在地) 

事業の 
種類別 

セグメント 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 

従業 
員数 
(名) 

有形固定資産 借地権
(面積 
千㎡) 

その他 合計 
建物及び 
構築物 

土地
(面積千㎡)

その他

銀座本店 
(東京都中央区) 百貨店業  店舗等 13,468

12,926
( 8)

466
203

( 0)
92 27,157 649

浅草支店 
(東京都台東区) 百貨店業  店舗等 402

284
( 0)

43
―

( 0)
0 730 105

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の 
種類別 

セグメント 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円)

従業 
員数 
(名) 

有形固定資産 借地権
(面積 
千㎡) 

その他 合計 
建物及び
構築物 

土地
(面積千㎡)

その他

㈱アターブル松屋
ホールディングス
及び７つの事業会
社 

東京大神宮 
マツヤサロン等 
(東京都 
千代田区他) 

飲食業 店舗等 414
1,098

(2)
157 － 

(－)
108 1,778 259



  
３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 新設 

該当事項はありません。 

  

(2) 改修 

該当事項はありません。 

  

(3) 売却 

該当事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

①当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を付与しております。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 177,000,000 

計 177,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年５月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 53,289,640 53,289,640
東京証券取引所
(市場第一部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 53,289,640 53,289,640 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成17年５月26日） 

  事業年度末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在 
(平成19年４月30日) 

新株予約権の数(個) 1,044 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,044,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,750 同左 

新株予約権の行使期間 平成19年６月１日～平成23年５月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格        1,750
資本組入額        875 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予
約権者」という)は、当社の取締役または従業
員たる地位を失った後も、新株予約権付与契約
に定めるところにより、新株予約権を行使する
ことができるものとする。 
 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者
の相続人による本新株予約権の相続は認めない
ものとする。 
 新株予約権の質入れその他の処分は認めない
ものとする。 
 その他の条件については、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権付与契約」に
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要
するものとする。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 ― ― 



  
(注)１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

  また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとする。 

３ 発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。 

 また、発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の

行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り

上げるものとする。 

 また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。 

②当社は、会社法第361条第１項第３号、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を付与しております。 

(注)１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

  また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとする。 

３ 発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。 

 また、発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

調整後行使価額 ＝
調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

株主総会の特別決議日（平成18年５月25日） 

  事業年度末現在
(平成19年２月28日) 

提出日の前月末現在
(平成19年４月30日)

新株予約権の数(個) 866 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 86,600 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,859 同左 

新株予約権の行使期間 平成19年６月１日～平成21年５月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格        1,859
資本組入額        930 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予
約権者」という)は、当社の取締役たる地位を
失った後も、新株予約権付与契約に定めるとこ
ろにより、新株予約権を行使することができる
ものとする。 
 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者
の相続人による本新株予約権の相続は認めない
ものとする。 
 新株予約権の質入れその他の処分は認めない
ものとする。 
 その他の条件については、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権付与契約」に
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要
するものとする。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 ― ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 



行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上

げるものとする。 

 また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。 

③当社は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を付与しております。 

  

調整後行使価額 ＝
調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

株主総会の特別決議日（平成18年５月25日） 

  事業年度末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在
(平成19年４月30日)

新株予約権の数(個) 700 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 70,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,859 同左 

新株予約権の行使期間 平成19年６月１日～平成21年５月31日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格        1,859
資本組入額        930 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予
約権者」という)は、当社の従業員たる地位を
失った後も、新株予約権付与契約に定めるとこ
ろにより、新株予約権を行使することができる
ものとする。 
 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者
の相続人による本新株予約権の相続は認めない
ものとする。 
 新株予約権の質入れその他の処分は認めない
ものとする。 
 その他の条件については、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権付与契約」に
定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要
するものとする。 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項 ― ― 



(注)１ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。 

２ 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものと

する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率 

  また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとする。 

３ 発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。 

 また、発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の

行使に伴う株式の発行を除く)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り

上げるものとする。 

 また、発行日後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、

行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

(注) 旧商法第289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年２月28日現在 

(注) 「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ4,171単元及び92株含めて記載しております。な

お、自己株式417,192株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式は415,192株であります。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

調整後行使価額 ＝
調 整 前 

行使価額 
× 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

新株発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額

(百万円) 

資本金残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成15年７月２日 ― 53,289,640 ― 7,132 △2,000 3,660 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数(人) ― 43 15 274 47 1 3,881 4,261 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 134,274 2,692 230,693 73,197 1 91,896 532,753 14,340

所有株式数 
の割合(％) 

― 25.20 0.51 43.30 13.74 0.00 17.25 100.0 ―



  
(6) 【大株主の状況】 

平成19年２月28日現在 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成19年２月28日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式

2,000株(議決権20個)が含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

ザ・エスエフピー・バリュー・リアラ
イゼーション・マスター・ファンド・
リミテッド 
常任代理人クレディ・スイス証券㈱ 

英領西インド諸島、ケイマン諸島、グ
ランドケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、ユグ
ランド・ハウス、私書箱309ＧＴ 
エム・アンド・シー・コーポレート・
サービシーズ・リミテッド内 

5,646 10.60 

松屋取引先持株会 
東京都中央区銀座３－６－１
㈱松屋総務部内 

2,851 5.35 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,483 4.66 

㈱みずほ銀行 
東京都中央区晴海１－８－12
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟 

2,420 4.54 

東武鉄道㈱ 東京都墨田区押上１－１－２ 2,411 4.52 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１－２－１ 2,237 4.20 

㈱伊勢丹 東京都新宿区新宿３－14－１ 2,200 4.13 

大成建設㈱ 東京都新宿区西新宿１－25－１ 1,900 3.57 

松岡地所㈱ 東京都新宿区西新宿１－７－１ 1,894 3.56 

東武土地建物㈱ 東京都墨田区押上１－１－２ 1,663 3.12 

計 ― 25,707 48.24 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式） 

普通株式 415,100 
― ― 

（相互保有株式） 

普通株式 75,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 52,785,200 527,852 ― 

単元未満株式 普通株式 14,340 ― ― 

発行済株式総数 53,289,640 ― ― 

総株主の議決権 ― 527,852 ― 



  
② 【自己株式等】 

平成19年２月28日現在 

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が2,000株(議決権20個)あります。 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

①平成17年5月26日定時株主総会決議 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年５月26日第136期定時株

主総会終結時に在任する取締役、執行役員及び従業員の一部の者に対して特に有利な条件で新株予約権を発行す

ることを平成17年５月26日の定時株主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  
②平成18年5月25日定時株主総会決議 

当該制度は、会社法第361条第１項第３号の規定に基づき、平成18年５月25日第137期定時株主総会終結時に在任

する取締役に対して特に有利な条件で新株予約権を発行することを平成18年５月25日の定時株主総会において決

議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  
  

  

  

  

③平成18年5月25日定時株主総会決議  

当該制度は、会社法第238条及び第239条の規定に基づき、平成18年５月25日第137期定時株主総会終結時に在職す

る執行役員及び従業員の一部の者に対して特に有利な条件で新株予約権を発行することを平成18年５月25日の定

時株主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％) 
（自己保有株式） 
㈱松屋 

東京都中央区銀座３―６―１ 415,100 ― 415,100 0.78

（相互保有株式） 
㈱銀座インズ 

東京都中央区銀座西２－２番
地先 

75,000 ― 75,000 0.14

計 ― 490,100 ― 490,100 0.92 

決議年月日 平成17年５月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役10名、当社の従業員(執行役員を含む)33名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役９名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 



  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

会社法第155条第３号による取得 

  

  

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員(執行役員を含む)30名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項、会社法第155条３号及び会社法第155条第７号による普通株式の
取得 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成18年８月21日)での決議状況 
(取得期間平成18年８月22日～平成18年８月22日) 

100,000 243,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 100,000 195,300,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 47,700,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― 19.6 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) ― 19.6 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成18年10月16日)での決議状況 
(取得期間平成18年10月17日～平成18年10月31日) 

100,000 250,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 30,000 53,010,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 70,000 196,990,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 70.0 78.8 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 70.0 78.8 



  

  
  

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第221条第６項及び会社法第155条第７号に基づく単元未満株式の買取請求による取得 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数

は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 
  

（注）当期間における保有自己株式には、平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しに

よる株式数は含めておりません。 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成19年１月22日)での決議状況 
(取得期間平成19年１月23日～平成19年２月28日) 

100,000 250,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 14,700 27,768,300 

残存決議株式の総数及び価額の総額 85,300 222,231,700 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 85.3 88.9 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 85.3 88.9 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成19年４月16日)での決議状況 
(取得期間平成19年４月17日～平成19年８月31日) 

100,000 300,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存決議株式の総数及び価額の総額 100,000 300,000,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 100.0 100.0 

当期間における取得自己株式 40,700 90,361,383 

提出日現在の未行使割合(％) 59.3 69.9 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 450 1,022,805 

当期間における取得自己株式 153 369,430 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株) 

処分価額の総額
(円) 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(単元未満株式の買増し請求に伴う
売却) 

100 245,324 ― ― 

保有自己株式数 415,192 ― 456,045 ― 



  
３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を重要政策の一つとして位置づけておりますが、着実に収益を確保できる経営体質

の基盤構築に努めることにより、安定的な配当を行うことを基本といたしております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間

配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当事業年度の配当につきましては、固定資産に係る減損損失や人事諸施策の実施に伴う特別損失の計上により中間

配当を見送りとさせていただきましたが、期末配当は、当期の業績並びに今後の収益状況等を総合的に勘案して、１

株当たり２円50銭としております。 

内部留保金につきましては、財務体質の強化と将来にわたる企業体質の強化のために活用し、事業拡大に努めてま

いる所存であります。 

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 

平成19年５月24日定時株主総会決議 132 2.50 

回次 第134期 第135期 第136期 第137期 第138期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

高(円) 485 511 885 3,900 2,880 

低(円) 320 405 431 800 1,411 

月別 平成18年９月 10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 

高(円) 1,928 1,915 1,650 1,829 1,919 2,500 

低(円) 1,692 1,634 1,455 1,616 1,762 1,808 



５ 【役員の状況】 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有

株式数
(千株)

代表 
取締役 
会長 

  古 屋 勝 彦 
昭和12年 
12月31日 

昭和35年４月
  

昭和38年４月 
昭和56年５月 
昭和57年10月 
昭和62年３月 
平成元年１月 
平成元年５月 
平成元年12月 
平成２年２月 
平成２年７月 
平成10年11月 
平成14年３月 

  
平成15年５月 
平成15年９月 
平成16年５月 
平成18年４月 

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行)入社 
株式会社松屋入社 
同取締役 
同常務取締役 
同専務取締役 
同取締役副社長 
同代表取締役副社長 
同代表取締役社長 
株式会社ギンザコア代表取締役会長 
学校法人松徳学園理事長(現任) 
株式会社松屋代表取締役社長、営業本部長 
同代表取締役社長 
株式会社スキャンデックス代表取締役(現任） 
株式会社松屋代表取締役会長(現任) 
株式会社ギンザコア代表取締役会長退任 
株式会社シービーケー代表取締役(現任) 
株式会社アターブル松屋ホールディングス代表
取締役会長(現任) 

(注)5 572

代表 
取締役 
社長 

営業本部長 秋 田 正 紀 
昭和33年 
12月24日 

平成３年７月
平成11年５月 
平成13年５月 
平成17年１月 
平成17年３月 
平成17年５月 
平成19年５月 

株式会社松屋入社
同取締役ＭＤ統括部長 
同常務取締役ＭＤ統括部長 
同常務取締役営業本部長 
同専務取締役営業本部長 
同代表取締役副社長、営業本部長 
同代表取締役社長、営業本部長(現任) 

(注)5 11

代表 
取締役 
専務 

管理部門 
管掌 

経営企画室 
担当 

金 久   亨 
昭和19年 
10月６日 

昭和43年４月
  

平成４年５月 
平成６年４月 
平成８年６月 

  
平成10年４月 
平成10年５月 
平成12年５月 

  
  

平成13年３月 
  

平成15年３月 
  

平成15年５月 
平成16年３月 
平成18年５月 

  
  

平成19年５月 

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行)入社 
同銀座支店長 
同東京事務センター所長 
株式会社アターブル松屋(現株式会社アターブ
ル松屋ホールディングス)常務取締役 
株式会社東京三菱銀行退社 
株式会社アターブル松屋専務取締役 
株式会社松屋常務取締役経営企画室・人事部担
当、経営企画部長 
株式会社アターブル松屋取締役 
株式会社松屋常務取締役経理部・人事部・業務
センター担当 
株式会社アターブル松屋取締役退任 
同監査役 
株式会社松屋常務取締役経理部・人事部担当 
同常務取締役経理部・人事部・業務管理部担当 
同常務取締役管理部門管掌 経営企画室担当 
株式会社アターブル松屋ホールディングス監査
役退任 
株式会社松屋代表取締役専務 
管理部門管掌 経営企画室担当(現任) 

(注)4 22



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 
株式数
(千株)

常務 
取締役 

営業 
副本部長 
外販事業 
部長 

宇田川 秀 人 
昭和23年 
７月９日 

昭和46年４月
平成７年３月 
平成８年５月 
平成13年５月 
平成15年５月 
平成16年３月 
平成16年９月 
平成17年３月 

株式会社松屋入社
同総務部長 
同取締役総務部長兼関連事業部長 
同常務取締役総務部長、庶務部・広報部担当 
同常務取締役総務部長、広報部担当 
同常務取締役総務部長、庶務部・広報部担当 
同常務取締役総務部・庶務部・広報部担当 
同常務取締役営業副本部長、外販事業部長(現
任) 

(注)4 17 

常務 
取締役 

  

総務部 
コーポレート 
コミュニケー 

ション部 
人事部 
庶務部 
担当 

川 名 清 五 
  

昭和23年 
１月22日 

  

昭和46年４月
平成７年３月 
平成７年５月 
平成８年３月 
平成12年４月 
平成12年５月 
平成12年９月 

  
平成14年１月 
平成14年２月 
平成14年５月 
平成17年３月 
平成18年５月 
平成19年５月 

株式会社松屋入社
同人材能力開発部長 
同取締役人材能力開発部長 
同取締役浅草支店長 
株式会社東栄商会常務取締役 
株式会社松屋取締役退任 
株式会社東栄商会常務取締役退任 
株式会社スキャンデックス代表取締役社長 
同代表取締役社長退任 
株式会社松屋人事部長 
同取締役人事部長 
同取締役総務部長、人事部長 
同取締役人事部長、総務部担当 
同常務取締役総務部・コーポレートコミュニケ
ーション部・人事部・庶務部担当(現任) 

(注)4 14 

取締役   根 津 嘉 澄 
昭和26年 
10月26日 

平成11年６月
平成14年５月 

東武鉄道株式会社代表取締役社長(現任)
株式会社松屋取締役(現任) 

  
(注)4 

  
22 

取締役   小 宮   徹 
昭和23年 
３月31日 

昭和45年４月
  

平成12年６月 
平成12年７月 
平成14年６月 
平成15年５月 
平成17年６月 

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火
災保険株式会社)入社 
同取締役企業損害部長 
同取締役コマーシャル損害部長 
同常務取締役 
株式会社松屋取締役(現任) 
東京海上日動火災保険株式会社 
代表取締役専務(現任) 

(注)5 1 

取締役 

経営企画 
室長 

経理部長 
業務管理 
部長 

松 本 秀 造 
昭和23年 
９月24日 

昭和46年４月
  

平成10年１月 
平成12年６月 
平成13年２月 
平成15年２月 
平成15年５月 
平成15年７月 
平成15年９月 

  
平成18年５月 
平成19年５月 

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行)入社 
同福岡支店長 
株式会社シービーケー専務取締役 
株式会社東京三菱銀行退社 
株式会社松屋執行役員経営企画室長 
同取締役経営企画室長、庶務部担当 
株式会社シービーケー専務取締役退任 
同取締役(現任) 
株式会社松屋取締役経営企画室長、庶務部長 
同取締役経営企画室長、庶務部担当 
同取締役経営企画室長、経理部長、業務管理部
長(現任) 

(注)5 2 

取締役 本店長 本 間 英 司 
昭和25年 
６月５日 

昭和49年４月
平成９年３月 
平成10年11月 
平成12年２月 
平成15年５月 
平成17年３月 
平成17年５月 

株式会社松屋入社
同本店店舗運営担当次長兼顧客開発担当次長 
同浅草支店次長 
同本店次長兼お客様サービス部長 
同執行役員外販・クレジット事業部長 
同執行役員本店長 
同取締役本店長(現任) 

(注)5 3 



  

  
(注) １ 代表取締役社長秋田正紀は、代表取締役会長古屋勝彦の配偶者の弟であります。 

２ 取締役根津嘉澄、小宮徹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３ 監査役石橋博、小林喬、近藤道夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

    ４ 取締役の任期は、平成18年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年２月期に係る 

      定時株主総会終結の時までであります。 

    ５ 取締役の任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年２月期に係る 

定時株主総会終結の時までであります。 

６ 監査役の任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年２月期に係る 

  定時株主総会終結の時までであります。     

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有
株式数 
(千株) 

常勤 
監査役 

  吉 良 千 之 
昭和21年 
１月18日 

昭和44年４月
平成８年３月 
平成10年５月 
平成17年３月 
平成19年５月 

  

株式会社松屋入社
同経理部長 
同取締役経理部長 
同取締役経理部長、業務管理部長 
同取締役経理部長、業務管理部長辞任 
同常勤監査役(現任) 

(注)6 12

監査役   石 橋   博 
昭和23年 
７月10日 

昭和49年４月
  

平成10年５月 

弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所(現任) 
株式会社松屋監査役(現任) 

(注)6 3

監査役   小 林   喬 
昭和９年 
１月６日 

昭和35年４月
  

昭和43年５月 
  

昭和46年３月 
昭和49年５月 
平成元年３月 
平成３年４月 
平成10年７月 
平成15年７月 
平成19年５月 

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行)入社 
同行退社 
富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長 
同常務取締役 
同専務取締役 
同代表取締役副社長 
同代表取締役社長 
同代表取締役会長 
同相談役(現任) 
株式会社松屋監査役(現任) 

(注)6 ―

監査役   近 藤 道 夫 
昭和23年 
４月16日 

昭和48年４月
  

平成12年７月 
平成14年４月 
平成16年１月 
平成17年４月 

  
平成17年12月 
平成18年４月 
平成18年７月 
平成19年５月 

明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相
互会社)入社 
同取締役業務部長 
同取締役横浜支社長 
同常務執行役員近畿本部長 
同常務執行役員アドバンスト・マーケティング
事業部長 
同常務執行役員個人営業部門長 
同専務執行役員個人営業部門長 
同専務執行役個人営業部門長(現任) 
株式会社松屋監査役(現任) 

(注)6 ―

合計 ― ― 683 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社グループは、当社の企業行動基準に定める「フェア(公正)・リーガル(遵法)・オープン(公開)」の実践を通じ

て、株主、お客様、お取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、

企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナン

スの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、ＩＲ等の充実並びに役員報酬制

度の見直しに努めております。 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 

 況 

1）会社の機関の内容 

当社における取締役は９名であり、２名が社外取締役であります(平成19年５月25日現在)。取締役会は、毎月１回

定期的に開催され、必要に応じ臨時に開催しております。また、独自の執行役員制度を導入し、「経営の意思決定及

び監督機能」と「業務執行機能」を分離し、経営の迅速性の向上と監督機能の強化を図っております。 

役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、平成18年３月に「指名・報酬委員会」を設置いた

しました。本委員会は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の向上を図ることを目的としております。代表取締

役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制

度・報酬構成であるかについて審議しております。なお役員報酬の基本方針の内容は、本委員会により審議の後、決

定しております。 

当社における監査役は４名であり、３名が社外監査役であります(平成19年５月25日現在)。毎月開催される監査役

会を通じ監査意見の交換・形成を図るとともに、常勤監査役が常務会等の重要会議に出席するなど、監査機能の充実

に努めております。 

2）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社は、平成15年９月に「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守をはじめとする企業倫理の更なる確立に

向けコンプライアンス体制を再構築いたしました。本委員会は、企業倫理の確立を図るべく四半期に一度、定期的に

開催しております。併せて、内部牽制を目的とし機能しており、各事業部門に対するヒアリングを実施し、また、監

査役と充分に情報を共有化するなど、内部統制の充実を図っております。 

危機管理組織といたしましては、従来より「危機管理連絡委員会」を設け、事業を取り巻くあらゆるリスクを対象

とし対応を進めてまいりましたが、平成16年３月をもちまして「危機管理委員会」と改称し、組織上明確に位置づけ

ました。本委員会は、平常時における安全管理・危機予防活動のより一層の推進を図るとともに、有事の際の対応機

関として機能するなど、危機管理体制の確立に向け活動しております。 

また、平成17年９月にコーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた内部統制システムの確立のために、代表取

締役直轄の独立組織として「内部監査室(人員：２名)」を設置いたしました。内部監査室は、「企業経営の有効性と

効率性の向上」「企業の財務報告の信頼性の確保」「企業経営に係る法令の遵守」「企業の重大な損失・不祥事の発

生を未然に防止するためのリスク管理」を図るべく、内部統制システムの構築・維持に努めてまいります。併せて、

内部統制の専管部署として前述の両委員会を主体的に司り、引き続き、より実効性のある内部統制システムの確立に

努めてまいります。また、監査役監査、会計監査人監査と緊密な連携を保つことで内部統制機能の強化に努めてまい

ります。 

当社のコーポレート・ガバナンス体制 

  



 
  

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役である根津嘉澄氏は東武鉄道㈱代表取締役社長であり、また、小宮徹氏は東京海上日動火災保険㈱代表

取締役専務であり、当該各社とも当社の大株主であります。当社とそれぞれの会社における取引は定常的な取引であ

り、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。かつ、取引にあたりましては、当該各社及び当社

における取締役会の承認をそれぞれ得ており、会社法356条に規定される「競業避止義務」及び「利益相反取引」につ

きましても問題はありません。 

社外監査役である石橋博氏は弁護士であり、当社との関係において特別な利害関係はありません。また、小林喬氏

と当社との関係において特別な利害関係はありません。近藤道夫氏と当社との関係においても特別な利害関係はあり

ません。 

③最近1年間の取組み状況 

コンプライアンス委員会における活動としては、主として、啓蒙・教育活動の推進、内部通報制度の充実を図って

まいりました。具体的には、入社時におけるコンプライアンス・法務研修を設けるとともに、各職務に適合したコン

プライアンス研修を充実させてまいりました。また、平成17年11月より施行されました「大規模小売業告示」(独占禁

止法における特殊指定)について、公正取引の推進体制を再構築するべく活動を進めるとともに、グループ各社におけ

るコンプライアンス・マニュアルの作成を推進するなど、グループコンプライアンス体制の確立に向け活動してまい

りました。そして、内部通報制度については、平成19年２月に通報窓口をコンプライアンス委員会事務局、外部弁護

士事務所、人事部、労働組合の４箇所に設置することで充実を図ってまいりました。 

危機管理委員会における活動としては、顧客情報をはじめとした個人情報の保護に向け、個人情報保護体制の確立

に取り組んでまいりました。具体的には、システム・セキュリティの強化、社内組織・社内規程の整備、お取引先と

の個人情報に関する契約の締結、社内研修の開催等の対応を進めてまいりました。個人情報保護につきましては、重

要なリスク管理事項であるとの認識のもと、引続き対応を図ってまいります。また、平成17年９月に新設いたしまし

た内部監査室が両委員会を主体的に司ることにより、コンプライアンス体制、危機管理体制の更なる強化に努めてま

いりました。 



情報開示に関しましては適時・適正かつ積極的な情報開示をより一層促進するために平成17年４月にＩＲ室を設置

いたしております。ＩＲ室を通じて、ステークホルダーとの対話を重視する経営を図り、経営の透明性の向上を目指

してまいりました。 

  ④会計監査の状況 

当社は優成監査法人に会計監査を委嘱しております。優成監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表等に

対する意見を表明しております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、加藤 善孝氏、須永 真樹氏であり、当社に係る継続監査年数は、加

藤氏が１年、須永氏が１年となっております。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士等11名となってお

ります。 

(3) 役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに監査法人に対する監査報酬は以下のとおりです。 

 ①役員報酬 

取締役の年間報酬額  217百万円（うち、社外取締役10百万円） 

監査役の年間報酬額   30百万円（うち、社外監査役15百万円） 

 ②監査報酬 

 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 31百万円 

 上記以外の報酬の金額                            5百万円   

(注)当社の会計監査人である優成監査法人は、平成18年７月１日の一時会計監査人就任以前に、公認会計士法第２条第１項の業務

以外の業務(非監査業務)として当社貸付先及び当社子会社に関する財務調査を行っております。 

(4) 責任限定契約の内容と概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に

は賠償責任の限度額を、金400万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする責

任限定契約を締結しております。 

(5) 取締役の定数 

当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。 

(6) 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

(7) 自己の株式の取得の決定機関 

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行すること

を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取

得することができる旨定款に定めております。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし

書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

また、前連結会計年度(平成17年３月1日から平成18年２月28日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

また、前事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)及

び前事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、中央青山監査

法人の監査を受け、当連結会計年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)及び当事業年度(平成18年３月１日

から平成19年２月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については、優成監査法人の監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

前連結会計年度の連結財務諸表及び前事業年度の財務諸表 中央青山監査法人 

当連結会計年度の連結財務諸表及び当事業年度の財務諸表 優成監査法人 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

    
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

現金及び預金     2,281     3,104   

受取手形及び売掛金     6,886     7,036   

有価証券     ―     10   

たな卸資産     4,923     4,516   

繰延税金資産     508     1,168   

その他     1,432     1,202   

貸倒引当金     △67     △53   

流動資産合計     15,965 26.7   16,984 28.1 

Ⅱ 固定資産               

(1) 有形固定資産               

建物及び構築物 ※１ 34,654     35,270     

減価償却累計額   20,398 14,255   20,731 14,538   

土地 ※１   15,158     14,559   

建設仮勘定     262     ―   

その他   3,817     3,301     

減価償却累計額   2,834 982   2,402 898   

有形固定資産合計     30,659 51.3   29,996 49.6 

(2) 無形固定資産               

借地権     203     203   

ソフトウェア     242     203   

その他     110     126   

無形固定資産合計     556 0.9   533 0.9 

(3) 投資その他の資産               

投資有価証券 ※２   5,640     6,922   

長期貸付金     1,169     59   

繰延税金資産     254     223   

支払保証金     4,072     3,637   

その他     2,263     3,016   

貸倒引当金     △830     △846   

投資その他の資産合計     12,568 21.0   13,012 21.5 

固定資産合計     43,785 73.3   43,542 71.9 

資産合計     59,751 100.0   60,527 100.0 



  

  

    
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

支払手形及び買掛金     8,307     8,315   

短期借入金 ※１   10,252     15,014   

１年以内償還予定社債     3,000     ―   

未払法人税等     617     320   

繰延税金負債     ―     9   

未回収商品券     1,955     1,935   

賞与引当金     289     278   

役員賞与引当金     ―     7   

ポイントカード引当金     71     84   

その他     4,085     4,685   

流動負債合計     28,579 47.8   30,651 50.6 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金 ※１   8,630     8,542   

繰延税金負債     1,535     903   

退職給付引当金     372     288   

役員退職慰労引当金     767     697   

受入保証金     1,919     1,840   

その他     153     681   

固定負債合計     13,378 22.4   12,953 21.4 

負債合計     41,957 70.2   43,604 72.0 

(少数株主持分)               

少数株主持分     131 0.2   ― ― 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金     7,132 11.9   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     5,661 9.5   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     3,618 6.1   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     1,661 2.8   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※４   △411 △0.7   ― ― 

資本合計     17,662 29.6   ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  59,751 100.0 ― ―



  

  

    
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

  資本金     ―     7,132   

  資本剰余金     ―     5,661   

  利益剰余金     ―     2,952   

  自己株式     ―     △688   

株主資本合計     ― ―   15,056 24.9 

Ⅱ 評価・換算差額等               

  その他有価証券評価差額金     ―     1,445   

  繰延ヘッジ損益     ―     △4   

評価・換算差額等合計     ― ―   1,441 2.4 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   32 0.1 

Ⅳ 少数株主持分     ― ―   391 0.6 

純資産合計     ― ―   16,922 28.0 

負債純資産合計     ― ―   60,527 100.0 



② 【連結損益計算書】 

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     94,756 100.0   97,402 100.0 

Ⅱ 売上原価     68,456 72.2   70,754 72.6 

売上総利益     26,299 27.8   26,648 27.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

役員報酬及び給料・手当   8,760     8,637     

広告宣伝費   1,275     1,299     

賞与   1,098     1,074     

賞与引当金繰入額   249     278     

役員退職慰労引当金繰入額   76     37     

減価償却費   1,569     1,429     

賃借料   2,933     2,735     

その他   8,669 24,632 26.0 8,709 24,203 24.8 

営業利益     1,667 1.8   2,445 2.5 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息   14     13     

受取配当金   50     67     

受取賃貸料   35     21     

債務勘定整理益   196     195     

受取協賛金   123     201     

その他   119 539 0.6 68 567 0.6 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   318     352     

債務勘定整理益繰戻損   123     128     

その他   70 512 0.5 58 538 0.6 

経常利益     1,693 1.8   2,474 2.5 

Ⅵ 特別利益               

退店補償金   ―     743     

持分変動損益   ―     88     

固定資産売却益   ―     17     

投資有価証券売却益        766     447     

その他   10 777 0.8 71 1,369 1.4 

Ⅶ 特別損失               

固定資産売却損 ※１ 2     452     

固定資産除却損 ※２ 396     701     

減損損失 ※３ ―     775     

退職給付制度改定損失   ―     900     

再就職支援制度関連損失   ―     1,918     

貸倒引当金繰入額   650     21     

その他   6 1,054 1.1 130 4,901 5.0 

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) 

    1,416 1.5   △1,057 △1.1 

法人税、住民税及び事業税   672     340     

法人税等調整額   147 820 0.9 △1,096 △756 △0.8 

少数株主利益     ― ―   229 0.2 

少数株主損失     59 0.1   ― ― 

当期純利益又は当期純損失(△)     655 0.7   △531 △0.5 



  
③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     5,661 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     5,661 

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     3,235 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

当期純利益   655 655 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

配当金   265   

役員賞与   6 272 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     3,618 

      



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

（単位 百万円） 

  

(注) 定時株主総会における前期決算の利益処分項目であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高 7,132 5,661 3,618 △411 16,000 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当(注)     △132   △132 

役員賞与(注)     △2   △2 

 当期純損失     △531   △531 

自己株式の取得       △277 △277 

 自己株式の処分   0   0 0 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

          

連結会計年度中の変動額合計 ― 0 △666 △276 △943 

平成19年２月28日残高 7,132 5,661 2,952 △688 15,056 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高 1,661 ― 1,661 ― 131 17,793 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当(注)           △132 

役員賞与(注)           △2 

 当期純損失           △531 

自己株式の取得           △277 

 自己株式の処分           0 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△216 △4 △220 32 260 72 

連結会計年度中の変動額合計 △216 △4 △220 32 260 △871 

平成19年２月28日残高 1,445 △4 1,441 32 391 16,922 



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△） 

  1,416 △1,057 

減価償却費   1,671 1,533 

連結調整勘定償却額   △1 ― 

のれん償却額   ― 9 

貸倒引当金増加額   669 1 

賞与引当金減少額   △15 △10 

役員賞与引当金増加額   ― 7 

退職給付引当金増減額   30 △83 

役員退職慰労引当金増減額   44 △70 

ポイントカード引当金増加額   19 13 

受取利息及び受取配当金   △65 △80 

支払利息   318 352 

持分法による投資利益   △22 △23 

持分変動損益   ― △88 

固定資産除却損   396 701 

固定資産売却損益   5 435 

投資有価証券売却損益   △766 △447 

減損損失   ― 775 

退職給付制度改定損失   ― 900 

再就職支援制度関連損失    ― 1,918 

売上債権の増加額   △250 △150 

たな卸資産の増減額   △104 330 

仕入債務の増加額   610 7 

未回収商品券の増減額   147 △19 

その他   △356 440 

小計   3,746 5,392 

利息及び配当金の受取額   67 80 

利息の支払額   △327 △354 

退職給付制度改定に伴う支払額   ― △1,492 

再就職支援制度に伴う支払額   ― △1,264 

法人税等の支払額   △253 △652 

営業活動によるキャッシュ・フロー   3,232 1,709 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

有形固定資産の取得による支出   △2,030 △2,887 

有形固定資産の売却による収入   2 407 

無形固定資産の取得による支出   △88 △38 

投資有価証券の取得による支出   △402 △1,425 

投資有価証券の売却による収入   773 1,091 

子会社株式取得による支出   △76 △58 

貸付けによる支出   △6 △31 

貸付金の回収による収入   11 66 

その他   211 606 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,606 △2,270 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の増減額   △2,761 4,161 

長期借入れによる収入   3,500 1,500 

長期借入金の返済による支出   △938 △988 

社債の償還による支出   ― △3,000 

配当金の支払額   △265 △133 

少数株主への配当金の支払額   △2 △1 

少数株主への株式の発行による収入   ― 121 

自己株式(単元株式)の取得による支出   △350 △276 

その他   △28 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △847 1,384 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   779 822 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,502 2,281 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   2,281 3,104 



  
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社数９社 

㈱アターブル松屋 

㈱シービーケー 

㈱東栄商会 

㈱エムアンドエー 

㈱東京生活研究所 

㈱スキャンデックス 

㈱松屋友の会 

㈱エムジー商品試験センター 

㈱シーエムディー 

 連結子会社数は前連結会計年度に㈱セイバリーの

清算が結了したため、10社から９社に減少しており

ます。 

１連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社数16社 

㈱アターブル松屋ホールディングス 

㈱アターブル松屋 

㈱アターブルイーピー 

㈱アターブルカンティネッタ 

㈱アターブルダイニング 

㈱アターブル松屋フードサービス 

㈱アターブルグリーンレストラン 

㈱アターブルイーピーエヌ 

㈱シービーケー 

㈱東栄商会 

㈱エムアンドエー 

㈱東京生活研究所 

㈱スキャンデックス 

㈱松屋友の会 

㈱エムジー商品試験センター 

㈱シーエムディー 

㈱シーエムディーについては、平成18年８月３日に

会社の清算が結了したことにより、清算結了日までの

損益計算書を連結しております。また、平成18年４月

１日付で、㈱アターブル松屋は会社分割を行い持株会

社㈱アターブル松屋ホールディングスに移行し、その

持株会社のもと、事業部門ごとに以下の６つの会社を

設立いたしました。㈱アターブル松屋、㈱アターブル

イーピー、㈱アターブルカンティネッタ、㈱アターブ

ルダイニング、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱

アターブルグリーンレストランであります。 

平成18年10月19日に㈱アターブルイーピーは子会社

として㈱アターブルイーピーエヌを設立いたしまし

た。 

２持分法の適用に関する事項 

すべての関連会社に持分法を適用しております。 

持分法適用の関連会社数２社 

㈱ギンザコア 

㈱銀座インズ 

２持分法の適用に関する事項 

同左 

  

３連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社である㈱アターブル松屋、㈱スキャン

デックスの決算日は12月31日であるため、連結財務

諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

３連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディング

ス、㈱アターブル松屋、㈱アターブルイーピー、㈱ア

ターブルカンティネッタ、㈱アターブルダイニング、

㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグリ

ーンレストラン、㈱アターブルイーピーエヌ、㈱スキ

ャンデックスの決算日は12月31日であるため、連結財

務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

４会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

４会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 



  

①有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

 親会社は売価還元原価法(ただし、絵画及び美術

工芸品は個別法による原価法)、連結子会社は個別

法による原価法、移動平均法による原価法又は

終仕入原価法を採用しております。 

②たな卸資産 

同左 

③デリバティブ 

時価法 

③デリバティブ 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

親会社……………定額法 

連結子会社………定率法 

ただし、平成10年４月以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)については定額法 

  

②無形固定資産………定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

親会社……………同左 

連結子会社………同左 

ただし、平成10年４月以降に取得した建物(建物

附属設備は除く)及び一部の子会社の賃貸用資産に

ついては定額法 

②無形固定資産………同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

―――――――――― ③役員賞与引当金 

役員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

③ポイントカード引当金 

ポイントカード会員に対して発行するお買物券

の利用に備えるため、将来のお買物券利用見積り

額のうち、当連結会計年度末に発生していると認

められる額を計上しております。 

④ポイントカード引当金 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。会計基準変更時

差異については、15年による按分額を費用処理し

ております。 

また、制度変更による過去勤務債務について

は、その発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(11年、15年)による定額法に

より、発生年度から費用処理しております。な

お、数理計算上の差異は、発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年、15

年)による定額法により、発生年度の翌連結会計年

度から費用処理しております。 

⑤退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当

連結会計年度末において発生していると認められる

額を計上しております。会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処理しております。 

また、制度変更による過去勤務債務については、

その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(11年、15年)による定額法により、発

生年度から費用処理しております。なお、数理計算

上の差異は、発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(11年、14年及び15年)による

定額法により、発生年度の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

(追加情報) 

確定拠出年金法の施行に伴い、当連結会計年度に

おいて、現行の適格退職年金を廃止し、確定拠出年

金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付

企業年金へ移行しております。「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」(平成14年１月31日 企

業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の

移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(平成

14年３月29日 実務対応報告第２号)を適用してお

ります。この移行に伴う影響額を特別損失として

900百万円計上しております。 

なお、親会社において、平均残存勤務期間が短く

なったため、前連結会計年度に発生した数理計算上

の差異の費用処理年数を15年から14年に短縮してお

ります。この費用処理年数の短縮による影響額は軽

微であります。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に

基づく要支給額を計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 



  

  

会計処理方法の変更 
      

    

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利

スワップ取引については特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用しております。また、為

替予約が付されている外貨建金銭債権債務について

は、振当処理を行っております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引及び為替予約取引

ヘッジ対象：借入金に係る支払金利及び外貨建の

輸入取引 
③ヘッジ方針 
借入債務の金利変動リスク及び外貨建債務の為替

変動リスクを回避することを目的としてヘッジを行

っております。 
④ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ取引担当部署が、半年毎に個々の取引特性

に応じて策定したヘッジ有効性評価の方法に基づき

評価を行っております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 
同左 

  

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  

  

③ヘッジ方針 
同左 

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(6) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

５連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、発生日以後５年間

で均等償却しております。 

６のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、発生日以後５年間で均等

償却しております。 

７利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について連

結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

―――――――――― 

  

８連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― 

  
(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。これにより、営業利益

及び経常利益がそれぞれ87百万円増加し、税金等調整前

当期純損失は687百万円増加しております。なお、減損

損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除

しております。 

また、セグメント情報に与える影響は(セグメント情

報)に記載しております。 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― 

  
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示



  

表示方法の変更 

  
    

  
次へ 

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号)を適用しております。なお、従来の資本の

部の合計に相当する金額は16,502百万円であります。 

また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当連結会計年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11

号)を適用しております。なお、これにより株式報酬費

用32百万円が費用として計上され、営業利益及び経常利

益がそれぞれ32百万円減少し、税金等調整前当期純損失

が32百万円増加しております。 

また、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。 

(役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号)を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益がそれぞれ７百万円減少し、税金等調整前

当期純損失が７百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。 

(減価償却方法の変更) 

一部の子会社は、従来、賃貸用資産の減価償却の方法

に定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より

定額法へ変更しております。この変更は、月次決算にお

いて収益との合理的な対応を図ることができる定額法の

方がより適切な処理方法であると判断したことによるも

のであります。この変更による営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純損失及びセグメント情報に与える影響

は軽微であります。 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (連結損益計算書関係） 

「受取協賛金」は前連結会計年度において営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度においては、営業外収益の10分の1を超え

たため、区分掲記しております。なお、前連結会計年

度「受取協賛金」の金額は24百万円であります。 

―――――――――― 

  

  

  

  

  



  
注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度

(平成19年２月28日) 

※１ 担保に供している資産 

①担保に供している資産  

 建物及び構築物 571百万円

 土地 7,275百万円

②対応する債務  

 短期借入金 324百万円

 長期借入金 5,176百万円

※１ 担保に供している資産 

①担保に供している資産  

 建物及び構築物 549百万円

 土地 7,275百万円

②対応する債務  

 短期借入金 408百万円

 長期借入金 5,092百万円

※２ 関連会社に係る注記 

関連会社に対する主なものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券(株式) 411百万円

※２ 関連会社に係る注記 

関連会社に対する主なものは、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券(株式) 447百万円

 ３ 偶発債務 

保証債務 

従業員住宅資金借入 5百万円

 ３ 偶発債務 

保証債務 

従業員住宅資金借入 3百万円

※４ 自己株式の保有数 

連結会社及び持分法適用の関連会社が保有する連

結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとおり

であります。 

普通株式 293千株

―――――――――― 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

     ―――――――――― 

  

※２ 固定資産除却損の主なものは、親会社及び子会社

の旧設備等の除却によるものであります。 

―――――――――― 

※１ 固定資産売却損の主なものは、親会社の賃貸不動

産の売却によるものであります。 

※２          同左 

  

※３ 当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

(1)減損損失を計上した資産グループの概要 

(単位 百万円) 

  

(2)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

(単位 百万円) 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングをしております。営業活動から生ずる損

益が継続してマイナスである資産グループ、及び市

場価格が著しく下落し、投資額の回収が困難と見込

まれた一部の賃貸不動産等について、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計

上しております。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、重要性の高い資産グルー

プについては、不動産鑑定評価基準に準ずる不動産

鑑定士による評価額に基づき算定しております。 

用途 場所 種類 金額 

店舗 

㈱松屋浅草店

(東京都 

台東区) 

建物及び 

構築物等 
497 

飲食 

店舗 

東京都 

中央区等 

建物及び 

構築物等 
61 

賃貸 

不動産等

千葉県 

市原市等 

投資その他 

の資産等 
216 

合計 775 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 479 

その他の有形固定資産 47 

その他の無形固定資産 12 

その他の投資その他の資産 210 

リース資産 25 

合計 775 



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（注）１ 自己株式の増加145千株は、単元株式の取得144千株と単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。 

 ２ 自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少0千株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

提出会社 

新株予約権の当連結会計年度末残高は32百万円であります。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 53,289 ― ― 53,289 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 293 145 0 438 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年５月25日 
定時株主総会 

普通株式 132 2.50 平成18年２月28日 平成18年５月26日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年５月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 132 2.50 平成19年２月28日 平成19年５月25日

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,281百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,281百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,104百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,104百万円



  
(リース取引関係) 

  

  
次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
 もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 
 もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) 借主側 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

(1) 借主側
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
その他 

(器具備品等) 
取得価額相当額 606百万円
減価償却累計額相当額 562百万円
期末残高相当額 43百万円

 
その他

(器具備品等)
ソフト 
ウェア 

合計 

取得価額相当額 270百万円 15百万円285百万円
減価償却累計額相当額 47百万円 1百万円 49百万円
減損損失累計額相当額 11百万円 ―百万円 11百万円
期末残高相当額 211百万円 13百万円225百万円

②未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 33百万円
１年超 10百万円
合計 43百万円

②未経過リース料期末残高相当額等 
未経過リース料期末残高相当額 
１年内 65百万円
１年超 167百万円
合計 233百万円
リース資産減損勘定の残高 8百万円

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相
当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形
固定資産の期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法によっております。 

(注)        同左

③支払リース料及び減価償却費相当額 
 支払リース料 228百万円
 減価償却費相当額 228百万円

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額及び減損損失 
支払リース料 59百万円
リース資産減損勘定の取崩額 11百万円
減価償却費相当額 59百万円
減損損失 19百万円

④減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法
同左 

(2) 貸主側 
①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

(2) 貸主側
①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

  
その他 

(器具備品等) 
取得価額 48百万円 
減価償却累計額 39百万円 
期末残高 9百万円 

その他 
(器具備品等) 

取得価額 47百万円 
減価償却累計額 27百万円 
期末残高 20百万円 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 5百万円 
１年超 6百万円 
合計 12百万円 

②未経過リース料期末残高相当額
１年内 8百万円 
１年超 15百万円 
合計 23百万円 

(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経
過リース料期末残高及び見積残存価額の残高の
合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が
低いため、受取利子込み法によっております。

(注)        同左

③受取リース料及び減価償却費
 受取リース料 7百万円
 減価償却費 5百万円

③受取リース料及び減価償却費
受取リース料 10百万円
減価償却費 5百万円

―――――――――― 
  
  
  
  
  

２ オペレーティング・リース取引
借主側 
 未経過リース料 

１年内 4百万円 
１年超 4百万円 
合計 8百万円 



(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

      

国債 10 9 △0 10 9 △0 

小計 10 9 △0 10 9 △0 

合計 10 9 △0 10 9 △0 

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

     

株式 1,703 4,489 2,786 2,318 4,767 2,448 

その他 20 30 10 34 40 6 

小計 1,723 4,520 2,796 2,353 4,808 2,455 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

株式 308 304 △4 1,359 1,306 △52 

その他 10 9 △0 10 9 △0 

小計 318 314 △4 1,369 1,316 △52 

合計 2,042 4,834 2,792 3,722 6,124 2,402 

区分 
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

売却額(百万円) 1,366 602 

売却益の合計額(百万円) 778 447 

売却損の合計額(百万円) 4 2 

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券     

非上場株式 384 350 



５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度(平成18年２月28日) 

  

  

当連結会計年度(平成19年２月28日) 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末(平成18年２月28日) 

 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除外しております。 

  

当連結会計年度末(平成19年２月28日) 

 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除外しております。 

前へ   次へ 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券（国債） ― 10 ― ― 

合計 ― 10 ― ― 

種類 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券（国債） 10 ― ― ― 

合計 10 ― ― ― 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(1) 取引内容及び利用目的 
当社グループは、通貨関連では外貨建債務に係る

為替リスクを回避する目的で為替予約取引を利用し

ております。また、金利関連では借入金に係る資金

調達コストの軽減を図るため、金利スワップ取引を

利用しております。 

(1) 取引内容及び利用目的 
同左 

(2) 取引に対する取組方針 
当社グループは、通貨関連では通常の仕入取引の

範囲内で利用しており、金利関連では金利リスクの

ヘッジと資金調達コストの軽減を主目的としてお

り、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針を

とっております。 

(2) 取引に対する取組方針 
同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 
為替予約取引は為替相場の変動による市場リスク

を有しており、金利スワップ取引は市場金利の変動

によるリスクを有しております。なお、通貨関連及

び金利関連ともデリバティブ取引の契約先は信用度

の高い金融機関であり、相手方の契約不履行から生

ずる信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

(3) 取引に係るリスクの内容 
同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 
通貨関連、金利関連のデリバティブ取引の実行及

び管理は、社内規定に従い、親会社及び連結子会社

の各関連部署にて行っております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 
同左 



(退職給付関係) 

  

  
(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社及び連結子会社は、確定給付型制度として、適

格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に

準拠した数理計算による退職給付の対象とされない割

増退職金を支払う場合があります。 

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型制度として、規

約型確定給付企業年金制度、退職一時金制度、及び確

定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退

職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算によ

る退職給付会計の対象とされない割増退職金を支払う

場合があります。 

当連結会計年度において、当社及び一部の連結子会

社が適格退職年金制度を廃止し、規約型確定給付企業

年金制度、確定拠出年金制度へ移行しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

（注）㈱アターブル松屋を除く連結子会社は、退職給

付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりま

す。 

①退職給付債務 △5,915百万円 

②年金資産 3,271 

③未積立退職給付債務 △2,644 

④会計基準変更時差異の 
未処理額 

2,399 

⑤未認識過去勤務債務 257 

⑥未認識数理計算上の差異 250 

⑦貸借対照表計上額純額 262 

⑧前払年金費用 635 

⑨退職給付引当金 △372 

２ 退職給付債務に関する事項

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

①退職給付債務 △2,211百万円 

②年金資産 1,755 

③未積立退職給付債務 △456 

④会計基準変更時差異の

未処理額 
815 

⑤未認識過去勤務債務 236 

⑥未認識数理計算上の差異 16 

⑦貸借対照表計上額純額 612 

⑧前払年金費用 901 

⑨退職給付引当金 △288 

３ 退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。 

①勤務費用 342百万円 

②利息費用 113 

③期待運用収益 △76 

④会計基準変更時差異の費用処理額 239 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 60 

⑥過去勤務債務の費用処理額 6 

⑦退職給付費用 686 

３ 退職給付費用に関する事項

（注)(1)簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、①勤務費用に計上しております。 

(2)上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連

結子会社が適格退職年金制度を廃止し、規約型

確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度へ移

行したことに伴い、退職給付制度関連損失900百

万円を計上しております。また当社において再

就職支援制度に伴う退職金等として、再就職支

援制度関連損失1,918百万円を計上しておりま

す。 

①勤務費用 136百万円 

②利息費用 56 

③期待運用収益 △65 

④会計基準変更時差異の費用処理額 121 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 25 

⑥過去勤務債務の費用処理額 22 

⑦確定拠出年金に係る掛金払込額 111 

⑧退職給付費用 409 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.0％ 
③期待運用収益率 3.5％ 
④過去勤務債務の額の処理年数 11年、15年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により、発生年度

から費用処理しております。） 
⑤数理計算上の差異の処理年数 11年、15年

（発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により、発生年度

の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。) 
⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
②割引率 2.0％ 
③期待運用収益率 3.5％ 
④過去勤務債務の額の処理年数 11年、15年 

同左

  
  

⑤数理計算上の差異の処理年数 11年、14年及び15年

同左

  
  

  
⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(平成19年２月28日) 



  

  

前へ   次へ 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

当連結会計年度末現在の繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 96百万円 

未払事業税 67 

賞与引当金 220 

貸倒引当金限度超過額 203 

退職給付引当金限度超過額 142 

役員退職慰労引当金 314 

固定資産の未実現利益 151 

繰越欠損金 131 

関係会社の投資に係る税効果 138 

その他 158 

繰延税金資産小計 1,625 

評価性引当額 △492 

繰延税金資産合計 1,132 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △1,137 

その他 △135 

繰延税金負債合計 △1,905 

繰延税金資産の純額 △772 

流動資産（繰延税金資産） 508百万円 

固定資産（繰延税金資産） 254 

固定負債（繰延税金負債） △1,535 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

当連結会計年度末現在の繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 81百万円 

確定拠出年金未払金 362 

賞与引当金 116 

貸倒引当金限度超過額 83 

退職給付引当金限度超過額 117 

役員退職慰労引当金 285 

固定資産の未実現利益 117 

繰越欠損金 933 

減損損失 192 

未払賞与 137 

その他 196 

繰延税金資産小計 2,625 

評価性引当額 △83 

繰延税金資産合計 2,541 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △978 

前払年金費用 △366 

その他 △87 

繰延税金負債合計 △2,063 

繰延税金資産の純額 478 

流動資産（繰延税金資産） 1,168百万円 

固定資産（繰延税金資産） 223 

流動負債（繰延税金負債） △9 

固定負債（繰延税金負債） △903 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
2.5 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
△0.5 

税効果未認識の未実現利益の実現 △8.3 

回収時期未定の一時差異 19.9 

評価性引当額の増加 6.0 

租税特別措置法による特別控除 △1.3 

その他 △1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
57.9 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

当連結会計年度については、税金等調整前当期純損

失を計上しているため記載しておりません。 



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 株式報酬費用  32百万円 

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  

(2)ストック・オプションの規模及び変動状況 

①ストック・オプションの数       

  

  

②単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成17年５月26日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役10名、当社の執行役員５名 
当社の従業員28名 

株式の種類及び付与数 普通株式1,044,000株 

付与日 平成17年８月22日 

権利確定条件 
付与日(平成17年８月22日)以降、権利確定日(平成19年５月31日)まで継続
して勤務していること。 

対象勤務期間 平成17年８月22日～平成19年５月31日 

権利行使期間 

  

権利確定後４年間(自 平成19年６月１日 至 平成23年５月31日)。ただ
し、権利行使にかかる年間の振込み金の合計額が1,200万円を超えないも
のとする。 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役９名、当社の執行役員５名 
当社の従業員25名 

株式の種類及び付与数 普通株式156,600株 

付与日 平成18年７月６日 

権利確定条件 
付与日(平成18年７月６日)以降、権利確定日(平成19年５月31日)まで継続
して勤務していること。 

対象勤務期間 平成18年７月６日～平成20年５月31日 

権利行使期間 

  

権利確定後２年間(自 平成19年６月１日 至 平成21年５月31日)。ただ
し、平成19年６月１日から平成20年５月31日までは付与された新株予約権
の３分の２まで、平成20年６月１日から平成21年５月31日までは付与され
た新株予約権の全てについて権利行使できる。 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成17年５月26日 平成18年５月25日 

権利確定前     

期首 1,044,000株 ― 

付与 ― 156,600株 

失効 ― ― 

権利確定 ― ― 

未確定残 1,044,000株 156,600株 

権利確定後     

期首 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成17年５月26日 平成18年５月25日 



 

３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1)使用した算定技法       ブラック・ショールズ式 

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法(※１) 

※１ 下記のストック・オプションに区分して算定した公正な評価単価を見積権利確定数に基づき加重平均しておりま

す。 

 ①平成19年６月１日から平成21年５月31日に権利行使可能なストック・オプション 

 ②平成20年６月１日から平成21年５月31日に権利行使可能なストック・オプション 

※２ 下記の期間の株価実績に基づき算定しております。 

 ①のストック・オプションは、１年11ヶ月(平成16年８月から平成18年６月まで) 

 ②のストック・オプションは、２年５ヶ月(平成16年２月から平成18年６月まで) 

※３ 過去に権利行使実績が無く、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において権利行使され

るものと推定して見積もっております。 

※４ 平成18年２月期の配当実績であります。 

※５ 予想残存期間に対応する期間に対応する国債利回りであります。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

  

前へ     

権利行使価格 1,750円 1,859円 

行使時平均株価 － － 

付与日における公正な評価単価 － 611円 

株価変動性(※２) ①61.2％、②55.0％ 

予想残存期間(※３) ①１年11ヶ月、②２年５ヶ月 

予想配当(※４) 5.00円/株 

無リスク利子率(※５) ①0.89％、②1.00％ 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合
管理業 
(百万円)

輸入商品
卸売業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

80,505 7,634 4,014 1,633 969 94,756 ― 94,756 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

212 275 2,802 145 2,804 6,240 (6,240) ― 

計 80,717 7,909 6,816 1,778 3,773 100,997 (6,240) 94,756 

営業費用 79,307 8,025 6,671 1,589 3,765 99,360 (6,270) 93,089 

営業利益又は 
営業損失(△） 

1,410 △116 144 189 7 1,637 30 1,667 

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

        

資産 46,810 4,720 2,354 843 2,887 57,615 2,135 59,751 

減価償却費 1,467 190 5 5 45 1,713 (42) 1,671 

資本的支出 2,604 164 26 7 30 2,832 (74) 2,758 

  
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合
管理業 
(百万円)

輸入商品
卸売業 
(百万円)

その他
事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

81,393 8,796 4,257 1,792 1,162 97,402 ― 97,402 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

149 267 3,303 143 2,903 6,766 (6,766) ― 

計 81,542 9,063 7,560 1,935 4,066 104,168 (6,766) 97,402 

営業費用 79,616 8,922 7,411 1,771 3,932 101,654 (6,696) 94,957 

営業利益 1,926 140 149 164 133 2,514 (69) 2,445 

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

        

資産 46,949 5,695 2,545 812 3,098 59,101 1,425 60,527 

減価償却費 1,370 151 8 7 40 1,578 (45) 1,533 

減損損失 740 62 ― ― ― 803 (27) 775 

資本的支出 2,712 64 3 25 102 2,908 (117) 2,790 



(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の内容又は主な商製品 

百貨店業……………百貨店業、通信販売業及びこれらに関連する製造加工、輸出入業、卸売業 

飲食業………………飲食業及び結婚式場の経営 

ビル総合管理業……警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事業等 

輸入商品卸売業……輸入商品の卸売 

その他事業…………広告・宣伝制作請負、マーケティング情報提供、用度品・事務用品の納入、ＯＡ機器類のリース、

保険代理業、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度5,379百万円、当連結会計年度4,818百万円であ

り、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)等の一部であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がない

ため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略して

おります。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

役員及び個人主要株主等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

１ 上記の取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

２ 資金の貸付については、市場金利等を勘案して合理的に条件を決定しております。 

３ 東武鉄道㈱との浅草支店の賃借及びその保証金については、近隣の取引情勢に基づき、交渉により決定しております。 

４ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

属性 氏名 住所 

資本金
又は 
出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合(％) 

関係内容 
取引の
内容 

取引
金額 

(百万円)
科目 

期末 
残高 

(百万円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及び
その近親
者 

古屋勝彦 ― ― 

当社代表 
取締役 
学校法人 
松徳学園 
理事長 

被所有
直接 1.1
  

― ―
貸付金
利息 

0
短期 
貸付金 

89

根津嘉澄 ― ― 

当社取締役 
東武鉄道 
㈱代表取締
役社長 

被所有
直接 0.0

 
― ― 賃借料 328

支払 
保証金 

81



当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

役員及び個人主要株主等 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

１ 上記の取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

２ 資金の貸付については、市場金利等を勘案して合理的に条件を決定しております。 

３ 東武鉄道㈱との浅草支店の賃借及びその保証金については、近隣の取引情勢に基づき、交渉により決定しております。 

４ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

  

属性 氏名 住所 

資本金
又は 
出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 

（被所有）
割合(％) 

関係内容 
取引の
内容 

取引
金額 

(百万円)
科目 

期末 
残高 

(百万円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及び
その近親
者 

古屋勝彦 ― ― 

当社代表 
取締役 
学校法人 
松徳学園 
理事長 

被所有
直接 1.1
  

― ―
貸付金
利息 

0
短期 
貸付金 

88

根津嘉澄 ― ― 

当社取締役 
東武鉄道 
㈱代表取締
役社長 

被所有
直接 0.0

 
― ― 賃借料 325

支払 
保証金 

81



(１株当たり情報) 

  

  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 333.22円

１株当たり当期純利益 12.29円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12.27円

１株当たり純資産額 312.15円

１株当たり当期純損失 10.03円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 16,922 

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 16,497 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 
少数株主持分 

― 
― 

  
32 
391 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 53,289 

普通株式の自己株式数(千株) ― 438 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千
株) 

― 52,850 

区分 
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万
円) 

655  △531  

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 652  △531  

普通株主に帰属しない金額(百万円) 2  ― 

(うち利益処分による役員賞与) （2） （―） 

普通株式の期中平均株式数(千株) 53,101  52,930  

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(千株) 87  ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― 

潜在株式の種類と数 
平成17年５月26日定時株
主総会決議によるストッ
ク・オプション 
新株予約権 1,044個 
平成18年５月25日定時株
主総会決議によるストッ
ク・オプション 
新株予約権  866個 
平成18年５月25日定時株
主総会決議によるストッ
ク・オプション 
新株予約権  700個 
詳細については「第４提
出会社の状況１株式等の
状況(２)新株予約権等の
状況」に記載のとおりで
あります。 



(重要な後発事象) 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

(1)退職給付制度の改定について 

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、平成18年６月１日(予定)に適格退職年金を廃止し、確定拠

出年金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金に移行することを決議いたしました。これによ

り、翌連結会計年度において、退職給付債務及び年金資産の減少並びに移行に伴う一括拠出及び会計基準変更時差

異等の一括償却からなる損失約８億６千万円の計上を予定しております。 

(2)再就職支援制度の実施について 

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、再就職支援制度として「セカンドキャリア支援制度・特別

プラン」を実施し、平成18年４月17日から４月30日までの期間を設けて同年５月31日を退職日とする退職者の募集

を行い、その結果、101名の応募がありました。これにより、翌連結会計年度において、特別加算金等の支払及び退

職者に係る会計基準変更時差異等の一括償却からなる損失約19億２千万円の計上を予定しております。 

(3)連結子会社の分割及び持株会社体制への移行について 

当社の連結子会社である㈱アターブル松屋は、平成18年４月１日付で会社分割を行い、持株会社㈱アターブル松

屋ホールディングスに移行し、その持株会社の下、事業部門ごとに６つの会社を設立いたしました。会社ごとの迅

速な意思決定システムを構築し、固有の営業ノウハウの開発・集積を図り、飲食事業において 大の成果を上げる

ことが目的であります。分割後の各社の概要は以下のとおりであります。 

  

  

(4)連結子会社の退職給付制度の改定について 

当社の連結子会社である㈱アターブル松屋は、適格退職年金を廃止し、平成18年３月１日付で確定拠出年金に移

行いたしました。これにより、平成19年２月期の連結会計年度において、退職給付債務及び年金資産の減少並びに

移行に伴う一括拠出及び会計基準変更時差異等の一括償却からなる59百万円の損失の計上を予定しております。 

  

当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 

会 社 名 
資本金 

(百万円) 
主要な事業内容 

㈱アターブル松屋ホールディングス(持株会社) 90 下記事業会社の事業活動の支配・管理 

㈱アターブル松屋 10 婚礼宴会事業 

㈱エノテーカピンキオーリジャパン 10 イタリアレストラン事業 

㈱アターブルカンティネッタ 10 イタリアレストラン事業 

㈱アターブルダイニング 10 レストラン事業 

㈱アターブル松屋フードサービス 10 職員食堂・従業員食堂事業 

㈱アターブルグリーンレストラン 10 ゴルフ場レストラン事業 



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は次のとお

りであります。 

  

  

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

㈱松屋 
第１回無担保 
社債 

平成13年 
９月10日 

1,000 ― 0.77 なし 
平成18年
９月８日 

㈱松屋 
第２回無担保 
社債 

平成13年 
９月10日 

1,000 ― 1.4 なし 
平成18年
９月８日 

㈱松屋 
第３回無担保 
社債 

平成13年 
９月10日 

1,000 ― 1.07 なし 
平成18年
９月８日 

合計 ― ― 3,000 ― ― ― ― 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 9,264 13,426 1.18 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 988 1,588 1.99 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定の 
ものを除く。) 

8,630 8,542 2.24
平成20年３月５日～
平成25年２月28日 

合計 18,882 23,556 ― ― 

区分 
１年超２年以内 

(百万円) 
２年超３年以内

(百万円) 
３年超４年以内

(百万円) 
４年超５年以内 

(百万円) 

長期借入金 3,788 788 2,638 988 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

  

   
前事業年度

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

現金及び預金     1,492     681   

受取手形     169     129   

売掛金     5,470     5,748   

有価証券     ―     10   

商品     3,730     3,695   

貯蔵品     65     57   

前渡金     8     25   

前払費用     227     236   

繰延税金資産     409     920   

短期貸付金     89     118   

関係会社短期貸付金     4,188     3,501   

営業外未収入金     593     128   

その他     146     185   

貸倒引当金     △290     △38   

流動資産合計     16,301 28.7   15,397 27.5 

Ⅱ 固定資産               

(1) 有形固定資産               

建物 ※４ 32,935     33,913     

減価償却累計額   19,050 13,884   19,501 14,412   

器具備品   1,863     1,826     

減価償却累計額   1,203 660   1,226 600   

土地 ※４   14,060     13,461   

建設仮勘定     259     ―   

有形固定資産合計     28,864 50.8   28,474 50.8 

(2) 無形固定資産               

借地権     203     203   

ソフトウェア     218     166   

その他     53     43   

無形固定資産合計     475 0.8   413 0.7 



    

  

   
前事業年度

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(3) 投資その他の資産               

投資有価証券     5,070     6,338   

関係会社株式     1,390     1,451   

出資金     0     0   

長期貸付金     410     ―   

従業員長期貸付金     117     58   

破産債権、再生債権、 
更生債権その他これらに 
準ずる債権 

   148 540 

長期前払費用     4     34   

前払年金費用     635     901   

投資不動産   467     ―     

減価償却累計額   141 326   ― ―   

敷金     356     347   

保証金 ※３   2,233     1,848   

払込保険料     539     498   

その他     307     83   

貸倒引当金     △375     △355   

投資その他の資産合計     11,164 19.7   11,745 21.0 

固定資産合計     40,505 71.3   40,633 72.5 

資産合計     56,807 100.0   56,030 100.0 



    

  

   
前事業年度

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

支払手形     952     306   

買掛金 ※３   6,066     6,780   

短期借入金 ※3,4   11,386 15,705 

１年以内に返済される 
長期借入金 

※４   988 1,588 

１年以内に償還される社債    3,000 ― 

未払金 ※３   916     1,167   

未払費用     443     507   

未払法人税等     518     37   

未払消費税等     111     11   

前受金     216     203   

未回収商品券     1,955     1,935   

預り金 ※３   129     202   

前受収益     24     20   

賞与引当金     188     171   

ポイントカード引当金     71     84   

設備関係支払手形     503     226   

流動負債合計     27,472 48.4   28,949 51.7 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金 ※４   8,630     8,542   

長期未払金     ―     534   

繰延税金負債     1,552     904   

役員退職慰労引当金     608     563   

受入保証金 ※３   1,842     1,760   

その他     139     93   

固定負債合計     12,773 22.5   12,397 22.1 

負債合計     40,245 70.8   41,347 73.8 



    

  
  

次へ 

   
前事業年度

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※１   7,132 12.6   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金               

資本準備金   3,660 3,660   ― ―   

その他資本剰余金               

 資本準備金減少差益   2,000     ―     

 自己株式処分差益   0 2,000   ― ―   

資本剰余金合計     5,661 10.0   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金               

任意積立金               

 固定資産圧縮積立金   920 920   ― ―   

当期未処分利益     1,645     ―   

利益剰余金合計     2,565 4.5   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     1,604 2.8   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※２   △401 △0.7   ― ― 

資本合計     16,561 29.2   ― ― 

負債・資本合計     56,807 100.0   ― ― 



  

  

    
前事業年度

(平成18年２月28日) 
当事業年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

(1) 資本金     ― ―   7,132 12.7 

(2) 資本剰余金               

資本準備金   ―     3,660     

その他資本剰余金   ― ― ― 2,000 5,661 10.1 

(3) 利益剰余金               

その他利益剰余金               

固定資産圧縮積立金   ―     920     

繰越利益剰余金   ― ― ― 285 1,205 2.2 

(4) 自己株式     ― ―   △678 △1.2 

株主資本合計     ― ―   13,320 23.8 

Ⅱ 評価・換算差額等               

(1) その他有価証券評価差額金     ― ―   1,385 2.5 

(2) 繰延ヘッジ損益     ― ―   △55 △0.1 

評価・換算差額等合計     ― ―   1,330 2.4 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   32 0.1 

純資産合計     ― ―   14,683 26.2 

負債純資産合計     ― ―   56,030 100.0 



② 【損益計算書】 

  

  

   
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     80,717 100.0   81,542 100.0 

Ⅱ 売上原価               

期首商品たな卸高   3,853     3,730     

当期商品仕入高   61,080     61,893     

合計   64,933     65,624     

期末商品たな卸高   3,730 61,203 75.8 3,695 61,928 75.9 

売上総利益     19,514 24.2   19,613 24.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

配送費   707     668     

広告宣伝費   1,258     1,302     

役員報酬及び給料・手当   4,849     4,780     

賞与引当金繰入額   188     171     

賞与   784     801     

福利厚生費   964     896     

貸倒引当金繰入額   12     17     

役員退職慰労引当金繰入額  58 12   

減価償却費   1,365     1,268     

賃借料   2,240     2,119     

建物設備管理料及び営繕費  1,505 1,522   

その他   4,168 18,103 22.4 4,127 17,687 21.7 

営業利益     1,410 1.7   1,926 2.4 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息   30     36     

受取配当金 ※１ 111     114     

受取賃貸料 ※１ 162     149     

受取協賛金   127     201     

債務勘定整理益   160     152     

その他   51 644 0.8 15 669 0.8 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   331     388     

社債利息   32     16     

賃貸原価   80     69     

債務勘定整理益繰戻損   108     111     

その他   71 625 0.8 48 634 0.8 

経常利益     1,429 1.8   1,961 2.4 



  

  

   
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益               

投資有価証券売却益   476     447     

主要株主株式売買利益金   ―     19     

退職給付信託解約益   ― 476 0.6 51 519 0.6 

Ⅶ 特別損失               

固定資産売却損 ※２ ―     449     

固定資産除却損 ※３ 364     555     

減損損失 ※４ ―     740     

退職給付制度改定損失   ―     851     

再就職支援制度関連損失   ―     1,918     

貸倒引当金繰入額   253     38     

その他   6 623 0.8 112 4,667 5.7 

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

    1,282 1.6   △2,186 △2.7 

法人税、住民税及び事業税  487 12   

法人税等調整額   123 610 0.8 △970 △958 △1.2 

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

    671 0.8   △1,227 △1.5 

前期繰越利益     1,106     ―   

中間配当額     132     ―   

当期未処分利益     1,645     ―   



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認日であります。 

  

    
前事業年度

(平成18年５月25日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

（当期未処分利益の処分）       

Ⅰ 当期未処分利益     1,645 

Ⅱ 利益処分額       

   配当金   132 132 

Ⅲ 次期繰越利益     1,512 

（その他資本剰余金の処分）       

Ⅰ その他資本剰余金     2,000 

Ⅱ その他資本剰余金次期繰 
  越額 

  2,000 



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

（単位 百万円） 

  

  

(注) 定時株主総会における前期決算の利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当(注)         

 当期純損失         

 自己株式の取得         

 自己株式の処分     0 0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

        

事業年度中の変動額合計 ― ― 0 0 

平成19年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計固定資産圧縮 

積立金 
繰越利益剰余金

平成18年２月28日残高 920 1,645 2,565 △401 14,957 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当(注)   △132 △132   △132 

 当期純損失   △1,227 △1,227   △1,227 

 自己株式の取得       △277 △277 

 自己株式の処分       0 0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

          

事業年度中の変動額合計 ― △1,360 △1,360 △276 △1,636 

平成19年２月28日残高 920 285 1,205 △678 13,320 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高 1,604 ― 1,604 ― 16,561 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当(注)         △132 

 当期純損失         △1,227 

 自己株式の取得         △277 

 自己株式の処分         0 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△218 △55 △273 32 △241 

事業年度中の変動額合計 △218 △55 △273 32 △1,877 

平成19年２月28日残高 1,385 △55 1,330 32 14,683 



重要な会計方針 

  

  

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品：売価還元原価法(ただし、絵画及び美術工

芸品は個別法による原価法) 

貯蔵品：最終仕入原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品：同左 

  

貯蔵品：同左 

３ デリバティブ 

時価法 

３ デリバティブ 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産……定額法 

４ 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産……同左 

無形固定資産……定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法 

投資不動産………定額法 

無形固定資産……同左 

  

  

  

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) ポイントカード引当金 

ポイントカード会員に対して発行するお買物券の

利用に備えるため、将来のお買物券利用見積り額の

うち、当事業年度末に発生していると認められる額

を計上しております。 

(3) ポイントカード引当金 

同左 



  

  
会計処理方法の変更 

  
    

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上

しております。会計基準変更時差異については、15

年による按分額を費用処理しております。また、制

度変更による過去勤務債務については、その発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により、発生年度から費用処

理しております。なお、数理計算上の差異は、発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(15年)による定額法により、発生年度の翌事業

年度から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上

しております。会計基準変更時差異については、15

年による按分額を費用処理しております。また、制

度変更による過去勤務債務については、その発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法により、発生年度から費用処

理しております。なお、数理計算上の差異は、発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(14年及び15年)による定額法により、発生年度

の翌事業年度から費用処理しております。 

 (追加情報) 

確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年６月１

日より現行の適格退職年金を廃止し、確定拠出年

金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付

企業年金へ移行しております。「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」(平成14年１月31日 企

業会計基準適用指針第１号)及び「退職給付制度間

の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(平

成14年３月29日 実務対応報告第２号)を適用して

おります。この移行に伴う影響額を特別損失として

851百万円計上しております。 

なお、平均残存勤務期間が短くなったため、前

事業年度に発生した数理計算上の差異の費用処理年

数を15年から14年に短縮しております。この費用処

理年数の短縮による影響額は軽微であります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引 

ヘッジ対象：借入金に係る支払金利 

(3) ヘッジ方針 

借入債務の金利変動リスクを回避することを目的

としてヘッジを行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ取引担当部署が、半年毎にヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相場変動との比較に基づき

評価を行っております。 

７ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

８ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

８ 消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

―――――――――― 

  
(固定資産の減損に係る会計基準) 



  
  

表示方法の変更 

  
    

  

  

注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これにより、営業利益及び経

常利益は86百万円増加し、税引前当期純損失は654百万

円増加しております。なお、減損損失累計額について

は、当該各資産の金額から直接控除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。なお、従来の資本の部の合

計に相当する金額は14,706百万円であります。 

また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当事業年度より「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終

改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。なお、これにより株式報酬費用32

百万円が費用として計上され、営業利益及び経常利益が

それぞれ32百万円減少し、税引前当期純損失が32百万円

増加しております。 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (貸借対照表関係） 

「前払年金費用」は前事業年度において投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度においては、総資産額の100分の1を超えた

ため、区分掲記しております。なお、前事業年度「前

払年金費用」の金額は503百万円であります。 

―――――――――― 

  

前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度
(平成19年２月28日) 

※１ 発行する株式及び発行済株式の総数 

ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式について、これに

授権株数   普通株式 177,000千株

発行済株数  普通株式 53,289千株

―――――――――― 

  



  

相当する株式数を減ずることとなっております。 

※２ 自己株式の保有数 

普通株式 270千株

―――――――――― 

※３ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

保証金 1,005百万円

買掛金 70百万円

短期借入金 2,121百万円

未払金 471百万円

預り金 25百万円

受入保証金 21百万円

※３ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

保証金 770百万円

買掛金 59百万円

短期借入金 2,279百万円

未払金 360百万円

預り金 20百万円

受入保証金 21百万円

※４ 担保に供している資産 

①担保に供している資産 

②対応する債務 

建物 571百万円

土地 7,275百万円

短期借入金 36百万円

1年以内に返済される長期
借入金 

288百万円

長期借入金 5,176百万円

※４ 担保に供している資産 

①担保に供している資産 

②対応する債務 

建物 549百万円

土地 7,275百万円

短期借入金 60百万円

1年以内に返済される長期
借入金 

348百万円

長期借入金 5,092百万円

５ 偶発債務 

保証債務 

従業員住宅資金借入 5百万円

５ 偶発債務 

保証債務 

従業員住宅資金借入 3百万円

６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,604

百万円であります。 

―――――――――― 



  
(損益計算書関係) 

  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
(注)１ 自己株式の増加145千株は、単元株式の取得144千株と単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。 

２ 自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求に伴う売却による減少0千株であります。 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの

は次のとおりであります。 

受取配当金 61百万円

受取賃貸料 127百万円

※１ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なもの

は次のとおりであります。 

受取配当金 48百万円

受取賃貸料 128百万円

―――――――――― 

※３ 本支店の客用施設等改修による旧設備等の除却で

あります。 

―――――――――― 

  

※２ 賃貸不動産の売却であります。 

※３          同左 

  
※４ 当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上いたしました。 
(1)減損損失を計上した資産グループの概要 

(単位 百万円) 

  
(2)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

(単位 百万円) 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、主として店舗を基本単位としてグルーピン

グをしております。営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスである資産グループ、及び市場価格が

著しく下落し、投資額の回収が困難と見込まれた一

部の賃貸不動産等について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上してお

ります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、重要性の高い資産グルー

プについては、不動産鑑定評価基準に準ずる不動産

鑑定士による評価額に基づき算定しております。 

用途 場所 種類 金額 

店舗 
浅草店 

(東京都台東区)
建物等 524 

賃貸
不動産等 

千葉県
市原市等 

投資その他
の資産等 

216 

合計 740 

固定資産の種類 金額 

建物 470 

器具備品 40 

その他の無形固定資産 10 

長期前払費用 0 

投資不動産 210 

リース資産 8 

合計 740 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 270 145 0 415 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

  

前事業年度（平成18年２月28日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成19年２月28日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  車輌運搬具 器具備品 合計 

取得価額相当額 5百万円 581百万円 587百万円

減価償却累計額 

相当額 
2百万円 542百万円 545百万円

期末残高相当額 3百万円 39百万円 42百万円

  車輌運搬具 器具備品 ソフト 
ウェア 合計 

取得価額相当額 5百万円 244百万円 15百万円 265百万円

減価償却累計額
相当額 

3百万円 39百万円 1百万円 44百万円

減損損失累計額
相当額 

―百万円 ―百万円 ―百万円 ―百万円

期末残高相当額 2百万円 205百万円 13百万円 221百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

   

１年内 32百万円

１年超 10百万円

合計 42百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 60百万円

１年超 161百万円

合計 221百万円

リース資産減損勘定の残高 ―百万円

(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当

額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっております。 

(注)         同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  

支払リース料 224百万円

減価償却費相当額 224百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 52百万円

リース資産減損勘定の取崩額 8百万円

減価償却費相当額 52百万円

減損損失 8百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

―――――――――― 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年内 4百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円



(税効果会計関係) 

  

  
  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前事業年度 
(平成18年２月28日) 

当事業年度
(平成19年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

賞与引当金 160百万円 

貸倒引当金限度超過額 114 

役員退職慰労引当金 247 

たな卸資産評価損 96 

その他 262 

繰延税金資産小計 881 

評価性引当額 △155 

繰延税金資産合計 725 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △1,101 

前払年金費用 △135 

その他 △0 

繰延税金負債合計 △1,868 

繰延税金負債の純額 △1,142 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

繰越欠損金 788百万円 

賞与引当金 69 

役員退職慰労引当金 229 

たな卸資産評価損 76 

減損損失 180 

確定拠出年金未払金 326 

未払賞与 110 

その他 279 

繰延税金資産小計 2,059 

評価性引当額 △52 

繰延税金資産合計 2,006 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △631百万円 

有価証券評価差額金 △951 

前払年金費用 △366 

その他 △41 

繰延税金負債合計 △1,990 

繰延税金資産の純額 15 

 当事業年度末現在の繰延税金負債の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。 

流動資産（繰延税金資産） 409百万円 

固定負債（繰延税金負債） △1,552 

 当事業年度末現在の繰延税金資産の純額は、貸借対照

表の以下の項目に含まれております。 

流動資産（繰延税金資産） 920百万円 

固定負債（繰延税金負債） △904 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.9 

受取配当金等永久に益金に参入されない

項目 
△2.1 

地方税均等割 0.5 

回収時期未定の一時差異 8.0 

租税特別措置法による特別控除 △1.4 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.6 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

当事業年度については、税引前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 312.36円

１株当たり当期純利益 12.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 12.62円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 277.08円

１株当たり当期純損失 23.17円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円

項目 
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日)  

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) ― 14,683 

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 14,650 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 

  

― 
  
32 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 53,289 

普通株式の自己株式数(千株) ― 415 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

― 52,874 

区分 
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 671 △1,227 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 671 △1,227 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 53,124 52,954 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(千株) 87 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
― 

潜在株式の種類と数 
平成17年５月26日定時株主
総会決議によるストック・
オプション 
新株予約権 1,044個 
平成18年５月25日定時株主
総会決議によるストック・
オプション 
新株予約権  866個 
平成18年５月25日定時株主
総会決議によるストック・
オプション 
新株予約権  700個 
詳細については「第４提出

会社の状況１株式等の状況

(２)新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 



  
(重要な後発事象) 

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

(1)退職給付制度の改定について 

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、平成18年６月１日(予定)に適格退職年金を廃止し、確定拠

出年金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金に移行することを決議いたしました。これによ

り、翌事業年度において、退職給付債務及び年金資産の減少並びに移行に伴う一括拠出及び会計基準変更時差異等

の一括償却からなる損失約８億６千万円の計上を予定しております。 

(2)再就職支援制度の実施について 

当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、再就職支援制度として「セカンドキャリア支援制度・特別

プラン」を実施し、平成18年４月17日から４月30日までの期間を設けて同年５月31日を退職日とする退職者の募集

を行い、その結果、101名の応募がありました。これにより、翌事業年度において、特別加算金等の支払及び退職者

に係る会計基準変更時差異等の一括償却からなる損失約19億２千万円の計上を予定しております。 

  

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

  

  

【その他】 

  

銘柄 株式数(株) 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

投資 

有価証券 

その他 

有価証券 

㈱伊勢丹 750,000 1,620 

㈱三陽商会 784,000 788 

三菱地所㈱ 202,000 745 

東武鉄道㈱ 660,668 404 

㈱東京スタイル 221,000 293 

富士急行㈱ 427,000 289 

㈱ワコールホールディングス 170,000 266 

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 147 214 

キッコーマン㈱ 127,000 213 

㈱みずほフィナンシャルグループ 200 200 

タキヒョー㈱ 297,000 174 

㈱ミレアホールディングス 30,645 135 

㈱山梨中央銀行 165,959 134 

㈱大和証券グループ本社 81,000 121 

大成建設㈱ 230,000 103 

㈱オンワード樫山 58,509 96 

ジャパンネットワークシステム㈱ 800 80 

日比谷総合設備㈱ 72,000 75 

その他30銘柄 715,862 337 

小計 4,993,790 6,297 

計 4,993,790 6,297 

銘柄 券面総額(百万円)
貸借対照表計上額 

(百万円) 

有価証券 
満期保有
目的の債
券 

第24回利付国庫債券(５年) 10 10 

小計 10 10 

計 10 10 

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額 

(百万円) 

投資 
有価証券 

その他 
有価証券 

（証券投資信託の受益証券）
日本コマーシャル投資法人 

9(口) 5 

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,039(万口) 35 

小計 ― 40 

計 ― 40 



【有形固定資産等明細表】 

  

 (注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

   ２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

３ 「当期減少額」欄（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

  

(参考)投資不動産明細表 

  

  
（注）「当期減少額」欄（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

資産の種類 
前期末残高 

(百万円) 

当期増加額 

(百万円) 

当期減少額

(百万円) 

当期末残高

(百万円) 

当期末減価
償却累計額

又は 
償却累計額
(百万円) 

当期償却額 

(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

有形固定資産               

建物 32,935 2,766 
1,787
(470)

33,913 19,501 1,174 14,412 

器具備品 1,863 139 
176
(40)

1,826 1,226 123 600 

土地 14,060 ― 599 13,461 ― ― 13,461 

建設仮勘定 259 1,096 1,356 ― ― ― ― 

有形固定資産計 49,118 4,003 
3,920
(510)

49,201 20,727 1,297 28,474 

無形固定資産               

借地権 203 ― ― 203 ― ― 203 

ソフトウェア 1,646 25 ― 1,672 1,505 78 166 

その他 83 5 
10
(10)

77 33 4 43 

無形固定資産計 1,933 31 
10
(10)

1,953 1,539 82 413 

投資その他の資産               

長期前払費用 411 32 
4
(0)

440 406 0 34 

投資不動産 467 ― 
467
(210)

― ― ― ― 

投資その他の資産計 879 32 
471
(210)

440 406 0 34 

建物 本支店特別店頭整備工事 1,021百万円 

  銀座本店耐震・外装改修工事 1,372百万円 

建設仮勘定 銀座本店耐震・外装改修工事 1,076百万円 

建物 本支店特別店頭整備工事に伴う除却 764百万円

  浅草支店減損損失 469百万円

土地 埼玉県新座市賃貸資産の売却 599百万円

資産の種類 
前期末残高 

(百万円) 

当期増加額 

(百万円) 

当期減少額 

(百万円) 

当期末残高 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

差引 
当期末残高 
(百万円) 

建物 218 ― 
218
(61)

― ― ― 

土地 249 ― 
249
(149)

― ― ― 

計 467  ― 
467
(210)

― ― ― 



【引当金明細表】 

  

(注) ※１ 洗替による取崩額335百万円及び債権回収による取崩額3百万円であります。 

※２ ポイント有効期限切れによる取崩し25百万円であります。 

  

区分 
前期末残高 

(百万円) 

当期増加額 

(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 

(百万円) 

貸倒引当金 666 394 327 ※１   338 394 

賞与引当金 188 171 188 ― 171 

ポイントカード引当金 71 94 55 ※２   25 84 

役員退職慰労引当金 608 12 57 ― 563 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

(1) 現金及び預金 

  

  

(2) 受取手形 

(相手先別内訳) 

  

  

(期日別内訳) 

  

  
  

区分 金額(百万円) 

現金 437 

預金   

当座預金 2 

普通預金 235 

その他 5 

小計 243 

合計 681 

相手先 金額(百万円) 

㈱アリガ 58 

高砂熱学工業㈱ 21 

㈱博報堂プロダクツ 20 

木塚㈱ 7 

松和産業㈱ 5 

その他 15 

合計 129 

期日 金額(百万円) 

平成19年３月 5 

４月 53 

５月 24 

６月 46 

合計 129 



(3) 売掛金 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

  

３ 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

(4) 商品 

  

  

(5) 貯蔵品 

  

  

相手先 金額(百万円) 

三井住友カード㈱ 813 

㈱ジェーシービー 619 

㈱ディーシーカード 424 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,INC. 250 

ユーシーカード㈱ 173 

その他 3,466 

合計 5,748 

前期繰越高(百万円) 当期発生高(百万円) 当期回収高(百万円) 次期繰越高(百万円) 

5,470 50,756 50,478 5,748 

(注) １ 回収率＝ 
当期回収高 

×100＝89.8％ 
前期繰越高＋当期発生高 

２ 滞留日数＝ 
期中月末平均残高 

×365＝45.5日 
当期発生高 

区分 金額(百万円) 

衣料品 1,979 

身廻品 774 

雑貨 608 

家庭用品 193 

食料品 135 

サービス・その他 3 

合計 3,695 

区分 金額(百万円) 

社員用制服 3 

印紙・切手類 9 

包装紙類・事務用品・その他 43 

合計 57 



(6) 関係会社短期貸付金 

  

  

(7) 支払手形 

(相手先別内訳) 

  

  

(期日別内訳) 

  

  

(8) 買掛金 

  

相手先 金額(百万円) 

㈱アターブル松屋ホールディングス 1,212 

㈱アターブルイーピー 1,110 

㈱アターブルカンティネッタ 400 

㈱アターブル松屋 335 

㈱アターブルダイニング 200 

その他 244 

合計 3,501 

相手先 金額(百万円) 

㈱三陽商会 46 

㈱エムズ・ファクトリー 31 

西川産業㈱ 23 

㈱山武 21 

㈱凡美社 19 

その他 165 

合計 306 

期日 金額(百万円) 

平成19年３月 163 

４月 107 

５月 36 

合計 306 

相手先 金額(百万円) 

ＬＶＪグループ㈱ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー 650 

㈱オンワード樫山 182 

㈱三陽商会 136 

㈱インパクト21 86 

㈱大和 79 

その他 5,644 

合計 6,780 



(9) 短期借入金 

  

  

(10) １年以内に返済される長期借入金 

  

  

 (11) 長期借入金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

借入先 金額(百万円) 

㈱みずほ銀行 3,811 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 2,973 

㈱山梨中央銀行 2,010 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,916 

㈱松屋友の会 1,689 

その他 3,306 

合計 15,705 

借入先 金額(百万円) 

㈱三井住友銀行 824 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 460 

㈱みずほ銀行 280 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 24 

合計 1,588 

借入先 金額(百万円) 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 4,740 

㈱みずほ銀行 2,570 

明治安田生命保険(相) 500 

富国生命保険(相)  500 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 116 

㈱三井住友銀行 116 

合計 8,542 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注）当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。 

   1.会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

   2.取得請求権付株式の取得を請求する権利 

   3.募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 

   4.単元未満株式の買増しを請求することができる権利 

  

事業年度 ３月１日から２月末日まで 

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日 

株券の種類 

100株を１単元とした単元株制度を導入しているため、今後単元未満株式は法令によ

り発行が認められる場合を除き発行いたしません(既発行株券としては100株券、500

株券、1,000株券、10,000株券及び100株未満の株数を表示した株券があります)。 

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告(http://www.matsuya.com/ir/) 

ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたとき

は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載 

株主に対する特典 

１ 優待方法 

1) 10％のお買物優待割引 

・「株主お買物優待カード」の呈示により、一回税込み105円以上の現金でのお

買物に付き本体価格の10％を割引いたします。(一部除外商品有) 

2) 有料文化催事の入場無料 

・本カードの呈示により銀座本店・浅草支店での有料文化催事に、本人並びに同

伴者１名まで無料入場できます。 

3) グループ飲食店の優待割引 

・本カードの呈示により松屋グループの飲食店が優待割引で利用できます。(一

部除外店舗有) 

２ カードの発行基準 

1) 対象 

・２月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された100株以上所有の株主 

・８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された100株以上所有の新規株主 

2) 有効期限 

・６月１日から翌年５月31日までの１年間有効 

・８月31日基準日現在の新規株主は12月１日から翌年５月31日までの半年間有効 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年２月１日 
至 平成18年２月28日 

平成18年３月15日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年３月31日 

平成18年４月17日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年４月30日 

平成18年５月15日 
関東財務局長に提出 

  臨時報告書 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基
づく臨時報告書 

平成18年５月15日 
関東財務局長に提出 

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第137期) 

自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

平成18年５月26日 
関東財務局長に提出 

  臨時報告書 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨
時報告書 

平成18年６月19日 
関東財務局長に提出 

  臨時報告書 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨
時報告書 

平成18年６月19日 
関東財務局長に提出 

  訂正報告書 
証券取引法第24条の５第５項の規定に基づく平成18年６
月19日提出の臨時報告書の訂正報告書 

平成18年７月７日 
関東財務局長に提出 

  訂正報告書 
証券取引法第24条の５第５項の規定に基づく平成18年６
月19日提出の臨時報告書の訂正報告書 

平成18年７月７日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年８月21日 
至 平成18年８月31日 

平成18年９月14日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年９月１日 
至 平成18年９月30日 

平成18年10月13日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年10月１日 
至 平成18年10月31日 

平成18年11月10日 
関東財務局長に提出 

  半期報告書 (第138期中) 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

平成18年11月16日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年11月１日 
至 平成18年11月30日 

平成18年12月14日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成18年12月１日 
至 平成18年12月31日 

平成19年１月15日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年１月31日 

平成19年２月15日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成19年２月１日 
至 平成19年２月28日 

平成19年３月14日 
関東財務局長に提出 

  訂正報告書 
証券取引法第24条の２第１項に基づく有価証券報告書(第
137期)の訂正報告書 

平成19年４月11日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成19年３月１日 
至 平成19年３月31日 

平成19年４月17日 
関東財務局長に提出 

  
自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
自 平成19年４月１日 
至 平成19年４月30日 

平成19年５月14日 
関東財務局長に提出 



  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年５月２５日

株 式 会 社 松 屋 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社松屋の

平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松屋及

び連結子会社の平成１８年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年３月２０日開催の取締役会において、適格退職年金を廃止し、確

定拠出年金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金に移行することを決議した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年３月２０日開催の取締役会の決議に基づき、再就職支援制度とし

て「セカンドキャリア支援制度・特別プラン」を実施し、退職者の募集を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 田 昌 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 秋 山 賢 一 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年５月24日

株式会社松屋 

取締役会 御中 

  

  

  
  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社松屋の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社松屋及び連結子会社の平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用される

こととなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

優成監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年５月２５日

株 式 会 社 松 屋 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社松屋の

平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの第１３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処

分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松屋の平成

１８年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年３月２０日開催の取締役会において、適格退職年金を廃止し、確

定拠出年金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金に移行することを決議した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年３月２０日開催の取締役会の決議に基づき、再就職支援制度とし

て「セカンドキャリア支援制度・特別プラン」を実施し、退職者の募集を行った。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 田 昌 宏 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 秋 山 賢 一 

      



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年５月24日

株式会社松屋 

取締役会 御中 

  

  

  
  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社松屋の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第138期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社松屋の平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されること

となったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

優成監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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